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第70回南部町議会定例会 

 

議事日程（第１号） 

平成28年８月26日（金）午前10時開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 町長提出議案提案理由の説明 

第 ５ 議案第59号 平成27年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 議案第60号 平成27年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ７ 議案第61号 平成27年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

第 ８ 議案第62号 平成27年度南部町ボートピア交付金事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

第 ９ 議案第63号 平成27年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 10 議案第64号 平成27年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

第 11 議案第65号 平成27年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 12 議案第66号 平成27年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 13 議案第67号 平成27年度南部町病院事業会計決算認定について 

第 14 議案第68号 平成27年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 15 議案第69号 平成27年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 16 議案第70号 平成27年度南部町営地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

第 17 議案第71号 平成27年度南部町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

第 18 議案第72号 平成27年度南部町大字上名久井財産区特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

第 19 議案第73号 平成27年度南部町大字平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 20 議案第74号 平成27年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計歳入歳出決算認定

について 

第 21 議案第75号 平成27年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計歳入歳出決
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算認定について 

第 22 議案第76号 平成27年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 23 議案第77号 平成27年度南部町名久井岳財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 24 陳情第２号 道路整備に関する陳情書 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（16名） 

１番  松 本 啓 吾 君      ２番  久 保 利 樹 君 

   ３番  夏 堀 嘉一郎 君      ４番  坂 本 典 男 君 

   ５番  滝 田   勉 君      ６番  西 野 耕太郎 君 

   ７番  山 田 賢 司 君      ８番  八木田 憲 司 君 

   ９番  中 舘 文 雄 君      10番  工 藤 正 孝 君 

   11番  夏 堀 文 孝 君      12番  沼 畑 俊 一 君 

   13番  根 市   勲 君      14番  工 藤 幸 子 君 

   15番  馬 場 又 彦 君      16番  川守田   稔 君 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  工 藤 祐 直 君  副 町 長  坂 本 勝 二 君 

総 務 課 長  佐々木 俊 昭 君  企画財政課長  西 舘 勝 彦 君 

税 務 課 長  西 村 幸 作 君  住民生活課長  赤 石 裕 之 君 

健康福祉課長  福 田   勉 君  農 林 課 長  東 野 成 人 君 

商工観光交流課長  西 村   久 君  建 設 課 長  川 村 正 則 君 

会 計 管 理 者  小 山 万紀子 君  医療センター事務長  佐 藤 正 彦 君 

老健なんぶ事務長  極 檀 藤 男 君  市 場 長  中 野 弘 美 君 

教 育 長  山 田 義 雄 君  学 務 課 長  中 村 貞 雄 君 

社会教育課長  佐々木 高 弘 君  農業委員会事務局長  佐々木   大 君 
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代表監査委員  山 口 裕 貢 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 里   司    次     長  夏 坂 由美子 

主     査  留 目 成 人 
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◎開会及び開議の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） これより、第70回南部町議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎議会運営委員会委員長の報告 

 

○議長（馬場又彦君） ここで議会運営委員長から、本定例会の運営について議会運営委員会の

報告を求めます。議会運営委員長、根市 勲君。 

（議会運営委員会委員長 根市 勲君 登壇） 

 

○議会運営委員会委員長（根市 勲君） おはようございます。 

去る、８月19日議会運営委員会を開催し、第70回定例会の運営について、協議をしましたので、

決定事項をご報告します。 

本定例会に付議されました事件は、町長提出の案件が、報告２件、決算審査19件、議案は平成

28年度一般会計 補正予算５件、条例の制定など２件であります。 

そのほかの案件として、発議１件、陳情１件、常任委員会報告などがあります。 

一般質問は７名から通告があり「一般質問通告一覧表」のとおり行うことにしました。 

以上のことを踏まえて、本定例会の会期は、本日、８月26日から９月７日までの13日間としま

した。 

なお、会期中、８月27日、28日、９月３日、４日は休日のため、８月29日、30日、９月２日は 

議案熟考のため、休会にします。 

以上のとおり決定しましたので、理事者 並びに議員各位のご協力をよろしくお願い申し上げ

まして、議会運営委員会の報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

○議長（馬場又彦君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 
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◎会議録署名議員の指名 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において10番工藤正孝君、13番根市

勲君を指名いたします。 

                                           

 

◎会期の決定 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会の報告のとおり本日８月26日から９月７日

までの13日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から９月７日までの13日間に決定しました。 

 お諮りします。ただいま決定されました13日間の会期中、８月27日、28日と９月３日、４日は

休日のため、８月29日、30日と９月２日は議案熟考のため、また、９月５日と６日は決算審査の

ため休会にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 ただいまの９日間は休会とすることに決定しました。 

                                           

 

◎諸般の報告 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第３、諸般の報告をします。 
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 諸般の報告につきましては、お手元に配付のとおりですので朗読は省略します。 

 なお、監査委員より、平成27年度財政援助団体等監査の結果について報告がありましたので、

その写しもあわせて配付しておきます。 

 本定例会の上程は町長提出の案件が報告２件、議案は決算認定19件、条例など２件、補正予算

５件、それに陳情１件、議会関係の案件１件、常任委員会報告があります。日程により、それぞ

れ議題とします。 

                                           

 

◎町長提出議案提案理由の説明 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第４、町長提出議案提案理由の説明を求めます。町長の登壇を求め

ます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

○町長（工藤祐直君） それでは、定例会の開会にあたりまして、ごあいさつと提案理由の概要

について、ご説明を申し上げます。 

本日招集の第70回南部町議会定例会を開会するにあたり、議員各位には、何かとご多忙のところ、

ご出席をいただき、提出案件につきまして、ご審議を賜りますことに、厚くお礼申し上げます。 

 議案の説明の前に、町政の諸般の概要についてご報告申し上げます。 

 ８月17日の台風７号、そして、22日から23日にかけて通過した台風９号では、県内各地で大雨

や強風に見舞われましたが、幸いにも当町においては、河川の氾濫や農作物への大きな被害もな

く、安心しているところであります。 

 馬淵川の氾濫対策として実施されている、河道掘削等の事業も一定の効果が表れているものと

思いますので、現在着手している堤防の新設や嵩上げ等の対策につきましても、一日も早い完成

を引き続き要望して参りたいと考えております。 

 台風９号による雨は、馬淵川の上流域である岩手県二戸市の観測所で、１時間あたり29ミリ、

総雨量86ミリを記録し、熊原川の上流である田子町の観測所では、１時間あたり30ミリ、総雨量

91ミリを記録しました。 

 甚大な被害となった平成23年の台風15号の総雨量が230ミリ、平成25年の台風18号は147ミリで

したので、結果的には、過去の災害時よりも総雨量は大幅に下回りましたが、台風による河川の
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増水が、深夜から明け方にかけて予想されたため、22日の午後４時に災害警戒本部を設置し、町

民の皆様が安全に避難行動が取れるように、警報発令前の午後５時に、町内５箇所の自主避難所

を開設し、万全を期したものであります。 

 平成25年の台風15号と、今回の台風９号を比較してみますと、台風15号は、馬淵川の上流域で

１時間あたり30ミリ以上の雨が３時間程度続きましたが、今回は１時間程度でありました。 

 また、当町の河川の増水を予想するため、一つの目安としております二戸市の石切所観測所と

の関係でありますが、台風15号では、石切所観測所の水位が最高を記録した２時間40分後に門前

の観測所がピークに達し、その２時間40分後に剣吉の観測所がピークに達していましたが、今回

は、門前が50分早い１時間50分後、剣吉は、70分早い１時間30分後に最高水位を記録しました。 

 様々な事柄が絡み合うため、軽々に理由を推測することはできませんが、いずれにしましても、

これまでよりも、速い判断と対応が求められるものと考えております。 

 災害時において、行政や防災機関、地域防災力を形作る消防団や自主防災組織、町民一人ひと

りが協力し合い、上手く連携し、被害を最小限に留めるためには、各機関の調整役として、また、

物資の手配等にあたる行政の役割は、非常に大きいものと認識しておりますので、今後も、議員

の皆様をはじめとした関係各位のご助言も得ながら、万全の態勢となるようにして参る所存であ

ります。 

 その、地域防災力の要となる消防団において、剣吉地区の名川第８分団が、三八地区小型ポン

プ操法で優勝し、明日開催される県大会に出場いたします。日頃の訓練と研鑽の成果であり、そ

の活躍は、地域住民の安心・安全につながるものと期待しているところであります。 

 東日本大震災から５年が過ぎ、被災地では、未だ復興の道のりを歩んでいるところであります

が、このほど、当町の小学生と岩手県山田町の小学生との、Ｂ＆Ｇ海洋センター事業を通した交

流が５年ぶりに再開され、徐々にではありますが、明るい兆しも見えてきております。 

 子どもたちの交流は、お互いの未来につながる貴重な体験となるものであります。当町におき

ましても、被災地に対し、今後も、できる限りの支援を続けて参りたいと考えているところであ

ります。 

 さて、今年の農作物の生育状況でありますが、水稲につきましては、田植え以降、一時的に低

温の時期がありましたが、全体的には好天に恵まれ、気温が高く、日照時間も多かったため、出

穂も平年より２日ほど早まっており、比較的、順調に生育しているものと見られております。 

 ８月上旬の新聞報道によりますと、青森県の作況指数は「100」の「平年並み」となっており、

その他の農作物も合わせまして、今後の天候に期待するところであります。 
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 りんごにつきましては、４月下旬から５月上旬に低温が続きましたが、今年は凍霜害がなく好

天に恵まれ、去年に続き順調な状況で、生育が早く、全般に十分な着果量となっており、平年を

上回る出来が期待できると思われます。 

 さて、新聞報道等にもあったとおり、南部町の人口に占める65歳以上の割合である高齢化率は、

34・78パーセントであり、今後20年程度は増加していくものと思われます。 

 健康で長生きすることは、とても幸せなことでありますので、いわゆる平均寿命と健康寿命と

の差をいかに詰めるか。これが重要になると考えております。 

 また、青森県の介護給付費は、高齢化に伴い受給者が増えていることから過去最高となりまし

た。いかに介護予防の強化を図り、給付費を抑制するか。このことは、健康寿命を伸ばすことに

もつながることでありますので、非常に重要な課題の一つであり、取り組みを強化していかなけ

ればならないと考えているところであります。 

 さて、平成28年度の普通交付税配分額は、49億4,036万9,000円であり、対前年比5･4パーセン

ト、金額で２億8,000万円ほどの減となっております。 

 これは、合併時から想定されていたことであり、減少額も想定の範囲内であります。当町にお

きましては、交付税の減少により、住民生活に急激な影響が出ることがないように、平成23年度

の当初予算編成から、交付税削減に対応するため取り組んで来ており、今後も動向を注視しなが

ら、引き続き歳入の確保、歳出の削減に取り組んで参る所存であります。 

 今月、国では、未来への投資を実現する経済対策を策定しました。一億総活躍社会の実現の加

速や、21世紀型のインフラ整備など、５つの大きな施策を柱として、未来を私たちの手で変えて

いこうという力強いメッセージが込められたものであります。 

 当町におきましても、ただ単に歳出を抑制するのではなく、予算の配分にもメリハリを付け、

やらなければならないこと、南部町の未来にとって必要な投資については、十分配慮して参りた

いと考えております。 

 リオデジャネイロで開催されていたオリンピックが終わり、日本勢の活躍は、記憶に新しいと

ころであります。４年に一度のスポーツの祭典であるオリンピックが、私たちに大きな感動を与

えるのは、勝ち負けだけではなく、選手や家族が、この舞台を目指して、一生懸命に努力した道

のりが感じられるからだと思っております。 

 誰しも、一生懸命な人、努力している人を応援したくなるものでありますから、それは、高校

野球や高総体、中体連でもそうですし、吹奏楽などの文化活動や学業、仕事、消防団活動や地域

におけるコミュニティ活動など、全てに共通するものだと思っております。 
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 町としましては、町民全てが生き甲斐を感じ、自分らしく暮らしていけるような環境を整えら

れるよう知恵を絞らなければならないと思っておりますし、職員が、一生懸命、町民のために仕

事をすることで、町民の皆様方からも応援していただけるよう、これからも力を合わせて、誠心

誠意取り組んで参りたいと考えておりますので、議員各位におかれましても、ご指導、ご協力の

ほどお願い申し上げる次第であります。 

それでは、本定例会に提出いたしました案件でありますが、報告２件、平成27年度決算の認定

19件、契約の一部変更１件、条例の一部改正１件、平成28年度一般会計ほか、各特別会計の補正

予算案が５件の、合わせて28件でございます。順にご説明を申し上げ、審議のご参考に供したい

と存じます。 

まず、報告第13号、青森県新産業都市建設事業団の決算報告についてでありますが、事業団の

平成27年度決算状況について、決算書が提出されましたので、決算書及び付属書類を添えて議会

に報告するものであります。 

次に、報告第14号、平成27年度南部町財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報

告についてでありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成27年度の南

部町の財政の、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率と、平成27年

度南部町の各公営企業の資金不足比率を、監査委員の意見を付して議会に報告するものでありま

す。 

 平成27年度南部町財政の健全化判断比率につきましては、いずれも赤字額、資金不足額がなく、

実質公債費比率も、平成26年度の12･1パーセントから10･6パーセントに下がり、早期健全化基準

の25％を下回っていることから、監査委員からは、是正改善を要する事項について「特に指摘す

べき事項はない」との審査結果をいただいているところであり、今後とも、引き続き財政の健全

化に努めて参る所存であります。 

次に、議案第59号から議案第77号までですが、平成27年度の各会計決算19件につきまして、監

査委員の意見を付して議会の認定を求めるものでございます。各会計の詳細につきましては、会

計管理者及び担当課長からご説明いたしますので、私からは一般会計決算の概要についてご説明

申し上げます。 

議案第59号、平成27年度南部町一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、予算総額は、

歳入歳出それぞれ113億447万5,000円で、これに対し収入済額は110億6,078万4,476円、支出済額

は、106億9,716万4,709円となりました。 

この結果、歳入歳出差引額は、３億6,361万9,767円ですが、このうち、6,434万2,000円が繰越明
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許費充当一般財源繰越金として翌年度へ繰り越しになるため、実質収支額は、２億9,927万

7,767円、このうち、地方自治法の規定により、財政調整基金に１億9,000万円、減債基金に900万

円、合わせて１億9,900万円を積み立てしております。 

監査委員からは財務事務及び財産管理についても概ね適正に処理されているものと認められ

たとの総括意見をいただいておりますが、今後とも収入未済額の解消に努め、町税等歳入確保を

図るとともに、行政運営にあたっては、合理化、効率化に努め、財政基盤を強化し、行政サービ

スにおいても各方面にわたり、なお一層の充実を図って行く所存でございますので、ご指導、ご

助言をよろしくお願いいたします。 

なお、平成27年度の主要施策の成果につきましては行政報告書と題して別冊にし、お手元に配

付しておりますので、決算審議のご参考に供していただきたいと思います。 

 次に、議案第78号、工事請負契約の一部を変更する契約の締結でありますが、名久井小学校校

舎の大規模改修工事につきましては、第68回６月定例会において、工事請負金額を変更する契約

について専決処分させていただいたことをご報告をしたものでありますが、その後の改修工事に

おいて、校舎南棟の天井部分に断熱材がなかったことや、教室の床にゆがみが生じていることな

どが判明し、さらに請負契約を変更する必要が生じたものであります。 

 次に、議案第79号、南部町立児童館条例の一部を改正する条例でありますが、「高橋児童館」

を「ゆとりあ」内に移転するため、名称及び位置について所要の改正を行うものであります。 

次に、議案第80号、平成28年度南部町一般会計補正予算（第２号）についてでありますが、歳

入歳出予算の総額に、それぞれ１億3,740万3,000円を追加し、予算の総額を、それぞれ98億

5,675万6,000円とするものであります。 

主な補正要因といたしましては、名川分庁舎跡地に保管してある、毒性が強いＰＣＢ入りコン

デンサを使用していた蛍光灯の安定器などの処理委託料として3,537万8,000円を計上したほか、

介護老人保健施設特別会計への繰り出し金として1,403万1,000円、道路除雪費として8,792万

8,000円を計上したものであります。 

 次に、議案第81号、平成28年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でありますが、

予算の総額に歳入歳出それぞれ4,659万1,000円を追加し、予算の総額を31億1,159万1,000円とす

るものであります。 

 歳出の主な補正要因といたしましては、Ｃ型肝炎治療薬が保険適用となったことから、高額医

療費共同事業拠出金として、1,748万8,000円を計上し、療養給付費等負担金及び特定健康診査・

保健指導負担金の精算にかかる返還金として2,585万1,000円を計上したものであります。 
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 次に、議案第82号、平成28年度南部町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてでありま

すが、予算の総額に歳入歳出それぞれ5,530万5,000円を追加し、予算の総額を27億1,991万 

6,000円とするものであります。 

 主な補正要因といたしましては、歳入に前年度繰越金として4,140万3,000円を計上し、歳出に、

介護給付費準備基金積立金として2,431万5,000円を計上し、国・県及び社会保険診療報酬支払基

金への返還金として2,477万1,000円を計上したものであります。 

 次に、議案第83号、平成28年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

でありますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ828万5,000円を追加し、予算の総額を２億7,228万

5,000円とするものであります。 

 主な補正要因といたしましては、苫米地地区と下名久井地区の処理施設機械設備の修繕料とし

て410万円を計上し、県道櫛引上名久井三戸線の森越工区改良工事に伴う管路移設に係る測量設

計業務として480万円を計上したものであります。 

 次に、議案第84号、平成28年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）について

でありますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ1,413万8,000円を追加し、予算の総額を４億833万

8,000円とするものであります。 

 主な補正要因といたしましては、老健なんぶと旧南部病院の切り離しに係る工事請負費として

1,501万9,000円を計上したものであります。 

 以上が、本定例会にご提案いたしました議案の内容でありますが、議事の進行に伴い、また、

ご質問に応じまして、本職はじめ、副町長、教育長、担当課長より詳細にご説明いたしますので、

慎重審議のうえ、何卒、原案どおりご議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（馬場又彦君） 町長提出議案提案理由の説明が終わりました。 

                                           

 

◎議案第59号から議案第77号の上程、委員会付託 

 

○議長（馬場又彦君） お諮りいたします。 

 日程第５、議案第59号から、日程第23、議案第77号までの平成27年度南部町各会計歳入歳出決

算認定についての議案19件を会議規則第37条の規定により、一括議題にしたいと思います。ご異
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議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第59号から議案第77号までの平成27年度南部町各会計歳入歳出決算認定についての議案

19件を一括議題とします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議題としました議案第59号から議案第77号までの平成27年度南部町各会計決算認定

についての議案19件については、委員会条例第６条の規定による議員全員をもって構成する決算

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第59号から議案第77号までの平成27年度南部町各会計決算認定についての議案19件につ

いては、議員全員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決

定しました。 

 なお、決算特別委員会の委員長及び副委員長については、委員会条例第９条第２項の規定によ

り、委員会で互選することになっております。委員長及び副委員長を互選するための決算特別委

員会をこの席から口頭をもって招集します。本日、本会議終了後、この議場において、決算特別

委員会を開催いたしますのでご了承願います。 

                                          

 

◎陳情第２号の上程、委員会付託 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第24、陳情第２号を議題とします。 

 本日までに受理した陳情１件は、会議規則第92条第１項の規定により、お手元に配布しました

請願・陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託しましたので、報告します。 

 なお、産業建設常任委員会は、本日、決算特別委員会終了後に開催します。 
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◎散会の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 なお、８月31日は午前10時から本会議を再開します。 

 本日はこれで散会いたします。 

（午前10時34分） 



 

 

 

 

平成２８年８月３１日（水曜日） 

 

 

 

 

第７０回南部町議会定例会会議録 

（第２号） 





 －15－ 

第70回南部町議会定例会 

 

議事日程（第２号） 

平成28年８月31日（水）午前10時開議 

 

第 １ 一般質問 

 ９番 中 舘 文 雄 

           １．まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成に向けての事業及び政

策について 

           ２．町営市場の移転を中心にした産業振興について 

 ７番 山 田 賢 司 

           １．町の総合戦略の検証方法と、追加戦略について 

           ２．災害等への自主防災会の対応方法について 

 ６番 西 野 耕太郎 

           １．町内小学校・中学校の児童生徒の適正規模、適正配置について 

 ３番 夏 堀 嘉一郎 

           １．自然災害の防災対策について 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（馬場又彦君） これより第70回南部町議会定例会を再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（馬場又彦君） 日程第１、一般質問を行います。 

 質問の回数は３回までとし、制限時間は質問、答弁を合わせて60分以内とします。なお、制限

時間５分前になりましたらチャイムでお知らせします。質問者並びに答弁者は簡潔明瞭にご発言

願います。なお、通告外の質問は行わないようにお願いします。 

 これより通告順に順次発言を許します。 

 ９番、中舘文雄君の質問を許します。中舘文雄君。 

（９番 中舘文雄君 登壇） 

 

〇９番（中舘文雄君） おはようございます。 

 本日は、議会の傍聴に町の経済発展のかなめとも言える商工会の女性部の皆様方、そして地域

のリーダーとして積極的に活動されているあけぼのサークルフリータイムの皆様方においでい

ただきまして大変感謝いたしております。私ども、皆様の声を聞きながら町の活性化を目指して

積極的に活動を進めてまいりますので、これからもよろしくお願い申し上げます。 

 質問に入る前に、昨日の台風10号により、当町では人的被害は報道されておりませんが、農地

等の被害が予想されますし、私の住んでいる地域でも先ほど見回りしましたらのり面の土砂崩壊

がありました。被害状況を調査の上、町当局としても対応をよろしくお願い申し上げます。 

 私は今定例会に臨むに当たり、地方創生のかけ声のもと、全国自治体で繰り広げられている総

合戦略の具体的な取り組みについてを中心に質問を進めてまいります。 
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 当町でも、さきの人口ビジョンの作成を考察しますと、町の全ての力を結集し、施策の効果を

着実に反映させることにより、2060年の人口を１万71人と明示されました。このような人口ビジ

ョンを掲げ、そのための創生総合戦略を策定し今年度からスタートしているわけですが、基本目

標として次の５項目が策定されています。 

 １つ目として、基幹産業である農業を中心に若者の活躍の場を創造し、産業振興を図る。 

 ２つ目として、地域と連携し、子育てのしやすい環境の充実を図り、定住を促進する。 

 ３つ目として、豊かな自然を生かしたグリーン・ツーリズムの継承と独自スタイルの観光を拡

大する。 

 ４つ目として、お年寄りや子供に優しい安全・安心で魅力のある定住環境を構築する。 

 ５つ目として、八戸圏域定住自立圏との連携による希望が持てる地域社会の実現を図る。 

 さらに、目標達成または計画の達成に向けて課題を効果的に解決するために４つの重点プロジ

ェクトを決定しているところは承知しております。 

 全国では既に地方創生に係る事業を立ち上げ、地方創生交付金の支給を決定した自治体がさき

の新聞報道等で明らかになりました。当町でも今日までの政策の中で取り組んできた子育て支援

等継続している事業もあると思いますが、地方創生はそれぞれの自治体が主体性を持って取り組

むことが重要であると思いますし、また、今ある産業の生産性の向上や地域資源を活用した新し

い産業を生み出すことも大事だと思います。さらに重要とされていることは、地域住民の参加の

中から生まれた声や、若者、特に若い女性の声を十分に聞くことが重要視されており、定期的に

懇談会を開催し、そこで出たさまざまな意見や要望を事業に反映させていくことも大事だと思い

ます。そうした思いを込めながら次のことを質問いたします。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成に向けての事業及び政策について、当町における

地方創生推進交付金の対象事業への取り組みの実態と今後の方向性についてお尋ねいたします。 

 次に、町営市場の移転を中心とした産業振興について質問いたします。 

 当町には全国唯一の町営地方卸売市場があり、地域の農業振興、経済発展に貢献してきたこと

は誰しも認めるところだと思います。去る６月には設立50周年をお祝いしたところですが、全国

の卸売市場の中で新たに取り組み始めた事業が先般、報道等で取り上げられておりました。市場

の持っている集荷力と市場にかかわる関係者の専門知識力を結集した組織を立ち上げ、輸出等の

事業を検討し始めたとのことであります。 

 当町では、農業を基幹産業と位置づけ、また、果樹の里として観光にも力を入れ、成果を上げ

ていることは言うまでもありません。町の特性を生かし、市場を活性化し、さらなる産業振興を
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図る政策の事業として、町営市場を国道沿いに移転し、利便性を図り、市場を中心とした振興を

検討すべきだと思いますが、町長の考えをお尋ねいたします。 

 次に、当町で進めている若者の定住対策の一環として元剣吉中跡地を住宅用地としての整備が

進められておりますが、さきに質問しました市場用地は三戸駅にも近く、総合戦略で掲げている

基本目標の実現のためにも検討に値すると思いますので、市場移転後の市場用地は定住対策、ま

た移住対策事業として住宅として整備し、活用する政策を展開することが地域産業の振興と定住

の促進にも結びつくと思いますが、検討する考えはないかお尋ねいたします。 

 人口ビジョンの実現のための総合戦略の取り組みには今まで以上に積極的に事業または政策

に取り組むことが求められますし、基本的にはやれない理由ややらない理由を探すのではなく、

いかにしたら実現できるか、実行できるか、その方法を探すことが重要だと思います。地方版総

合戦略の策定段階で指摘されたように、我々議会にも推進のための重要な役割が課せられており

ますし、その責任は果たさなければなりません。議会人の一人として地域経営に責任を持つ議会

に向け全力で取り組む決意を申し上げ、町長並びに関係者の答弁を求め、質問を終わります。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、中舘文雄議員にお答えを申し上げます。 

 まず、その前に、先ほど控室で議長及び中舘議員さんからもご了承いただきまして、若干でご

ざいますけれども台風10号についてご報告させていただきたいと思います。なお、本日の一般質

問終了後に各課課長たちから詳細に状況報告をする時間をいただきたいと思っておりますので、

よろしくご理解賜りたいと思います。 

 まず、台風10号でございますが、避難された方々が50世帯83名おられました。けさ、全員がご

自宅のほうに帰宅をしてございます。総括で言いますと、平成23年、平成25年の台風に比較しま

すと大きな被害はまず余り見られていないという状況でございます。ただ、場所場所によっては、

冠水したところ、また、リンゴ等果物でございますが、夜は調査できないものですからけさ方か

ら農林課が調査しております。若干は落ちていると思いますが、想像していた台風10号の規模、

マスコミ等テレビ等で報道されていた大きな雨量等も予想よりは少なかったと。若干、風が非常

に強かったという部分もありますが、そういう状況であり、停電等もありましたが、今、東北電

力さん等々復旧に向けて取り組んでいるところでございますので、ほんの少しでございますが報
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告させていただき、まずは今後、しっかり調査結果に基づいて万全を期して復旧の準備に入って

いきたいと思ってございます。 

 それでは、中舘文雄議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、当町における地方創生推進交付金の対象事業への取り組みの実態と今後の方向性につい

てのご質問でございますが、まず、地方創生関連交付金に関する取り組みについてご説明をいた

します。 

 国では、人口減少克服、地方創生のため、まち・ひと・しごと創生法を平成26年11月28日に公

布し、各府省庁においてさまざまな関連事業に取り組んでおりますが、その中でも地方公共団体

が自主性・主体性を最大限に発揮し取り組んでいくための財政的支援として、新たな交付金が用

意されました。 

 国の平成26年度予算での緊急的な取り組みとして、地域住民生活等緊急支援交付金の地方創生

先行型と地域消費喚起・生活支援型の２種類が補正予算で措置され、地方公共団体ごとに交付金

の上限が割り振られ、当町におきましては地方創生先行型では4,353万6,000円、地域消費喚起・

生活支援型では5,276万7,000円が示され、平成27年度において実施されております。 

 まず、地方創生先行型の事業としましては、平成27年度から子育て支援事業として実施しまし

た小・中学生の給食費無償化事業、総事業費6,328万9,000円のうち、4,353万6,000円を交付金か

ら充当しております。小学生796人、中学生496人、養護学校など21人、計1,313人の子供たちが

該当となっております。 

 また、地域消費喚起・生活支援型の事業としましては次の５つの事業を実施しております。 

 １つ目でございますが、プレミアム商品券発行事業として、県と連携し、プレミアム率20％の

商品券を前期と後期の２回に分けて5,000セットずつ、合計１万セットを発行することにより地

域の消費喚起を図りました。交付金からは事業費は1,073万4,000円でございます。 

 ２つ目でございますが、低所得者等向商品券発行事業として、県と連携し、低所得者等世帯へ

3,000円分の商品券を住民税の非課税世帯2,409世帯へ配付し、低所得者等世帯の生活支援を図り

ました。交付金からは、事業費は720万2,000円でございます。 

 ３つ目でございますが、高校生等世帯向商品券発行事業として、高校生世代の子供を持つ世帯

518世帯へ3,000円分の商品券を配付し、経済的負担軽減を図りました。事業費は176万9,000円で

ございます。 

 次に、４つ目は、高齢者温泉保養館利用事業として高齢者が町内の温泉施設を利用することに

よる消費喚起を図るとともに、町内にある温泉施設の活性化を図るため、65歳以上の方6,559人
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へ温泉施設の利用券を配付しました。事業費は1,092万1,000円でございます。 

 ５つ目でございますが、小・中学校医療費助成事業として小・中学生が医療機関を受診した際

の医療費について助成を行い、子育て世代の医療費の負担軽減を図りました。対象者数は750人

で、事業費は1,625万8,000円でございます。 

 なお、１つ目から３つ目の商品券発行事業は今回の交付金により臨時的に実施した事業であ

り、４つ目と５つ目の事業はこれまでも実施している事業に対して交付金を充当したものとなっ

ております。 

 次に、国の平成27年度補正予算において、一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として、地

方公共団体が地方版総合戦略において位置づけした先駆性のある取り組みを執行するために、地

方創生加速化交付金が創設されました。 

 当町においては、平成27年度において策定した総合戦略に基づく取り組みとして、買い物弱者

支援事業、まごころ宅配事業でございます、を申請したところ、総事業費1,570万6,000円の事業

として採択され、現在、商工会において事業を実施しているところでございます。 

 この事業のほか、八戸市を中心とした八戸圏域定住自立圏構成団体８市町村において圏域の広

域的な観光に関するビジョン・戦略を策定する事業として、八戸圏域ＤＭＯプロジェクトを87万

4,000円で実施してございます。ＤＭＯ、これはデスティネーション・マネジメント・オーガニ

ゼーションの略と言われているようでございます。 

 国の平成28年度当初予算において、今年度からの総合戦略の本格的な推進に向けて地方創生推

進交付金が創設されました。この交付金は、これまでの２つの交付金が緊急的な意味合いで単年

で実施されてきたものに対し、安定的・継続的に事業を執行できるような仕組みとして地域再生

法に基づく交付金に位置づけられました。対象事業の採択基準として官民協働や地域間連携など

先駆性が求められるものとなっており、当町では今のところ事業申請はしておりませんが、現在、

地方から国に対してソフト事業に加えてハード事業も可能とするなど採択基準の緩和に対する

要望が行われており、今後は活用できるものと考えております。 

 続きまして、交付金対象事業の今後の方向性についてご説明いたします。 

 これまでの２つの交付金は補助率が10分の10であったものに対して、新たに創設された地方創

生推進交付金は補助率が２分の１となっております。半分になりました。町からの負担を伴うも

のとなっております。また、事業の採択基準につきましてもより先駆性を求められ、ハードルが

上がっている状況でもあります。 

 しかしながら、真に必要な事業につきましては一般財源によりまして実施しております。今年
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度におきましても給食費無償化事業を初めプレミアム商品券発行事業、高齢者温泉保養館利用事

業、小・中学生医療費助成事業は町単独事業として実施しており、今後も継続していきたいと考

えております。 

 総合戦略で計画している事業につきましては、今後も継続して推進していくものではございま

すが、今後の地方創生推進交付金の活用に関しましては、それぞれの計画実施のタイミングや効

率性を総合的に判断し、活用について検討していきたいと考えております。 

 次に、２点目の町営地方卸売市場の移転を中心にした産業振興についてお答え申し上げます。 

 まず、１点目の全国唯一の町営地方卸売市場を運営する当町として、特性を生かすため、利便

性を考慮し、国道近くに移転新築し、市場を中心とした産業振興について検討する考えはないか

とのご質問でございますが、南部地区の商業は青い森鉄道及び国道沿線に形成され、商店街と南

部町営地方卸売市場を中心に青果物の卸売業が中心となって発展してまいりました。町営地方卸

売市場は、昭和41年３月１日開設し、昭和50年に青森県知事より開設許可をいただき、今日に至

っております。ことしは開設50周年の節目を迎え、皆様方からご出席をいただき、６月には記念

式典を開催することができました。 

 現在は、トラック運送が主体となったことや、三戸駅前商店街も近隣の大型スーパーなどの出

店などにより小売店も減少してまいりました。町としましては、楽しく魅力ある商店街の核であ

った町営市場のさらなる発展を図るためには、敷地面積の拡充、国道からの進入路拡幅、または

新設移転計画なども視野に入れた長期的な展望を描くための方針として、南部町営地方卸売市場

基本構想整備計画の策定について検討していきたいと考えております。このことで商業経営の近

代化の促進、地産地消の促進、特産品の開発・販売などについて、町民、事業者、関連団体と協

働で考えてまいりたいと考えております。 

 近年は、販売収入の増によりまして販売手数料がふえており、これらを財源として市場建物の

老朽化に対応すべく、屋根の大規模修繕や照明器具の全面交換などを実施し、利便性の向上に努

めているところであります。加えて、平成27年度をもって市場本体の起債の償還が終わりました。

今後も安定した市場運営ができるものと思っております。 

 営業活動につきましては、職員２名の農家訪問など市場のＰＲに努めております。今後は、目

には見えない営業活動ですが、南部町営市場のＰＲを継続していきたいと思っております。また、

近年好評となり開催している市場りんご市を継続し、消費者に南部町営市場のＰＲをしていきた

いと考えてございます。 

 産業振興は南部町全体の振興であり、とても大きな課題だと思いますので、長いスパンで検討
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しなくてはならないと思います。「ローマは一日にしてならず」と言います。南部町に住んでよ

かったと思われる町へ、今以上に考えてまいりたいと思います。 

 次に、三戸駅に近い市場用地を住宅地として整備し、活用する事業を展開し、地域産業の振興

と定住の促進を検討する考えはないかについてのご質問でございますが、町営地方卸売市場は現

在地へ平成３年に移転新築した市場であり、利用者の皆さんにようやく認識されてきた市場であ

ります。住宅地として整備活用する考えも将来構想としてすばらしいことだと思いますが、市場

移転が前提となっていることから、十分な検討を重ねまして、地域の核として機能を有するよう

に踏まえ、長期的に検討することが大切であると思ってございます。 

 現在、築25年ということで、これまでも合併後さまざまな修繕を行い、トイレも新設しながら

取り組んできてございます。長期的な形、今すぐというわけにはいかないと考えておりますが、

整備計画検討構想等を策定しながら、やはり一番現実的なことになりますと老朽化して移転新築

せざるを得ないと、そういうタイミングになるのかなと思ってございます。新築する場合の移転

先、また予算等もありますので。ただ、将来的にはやはりそういう構想プラン、これは市場関係

者の方々とも話をしたことがございます。いわゆる進入路等も狭い部分がありますので。ただ、

市場関係者の方々も今ここにおいてという部分はやはり考えていないということでございまし

た。ただ、将来の、先としては、やはり中舘議員さんがおっしゃっているようなそういう構想も

持ちながら考えていくべきだと、このように思ってございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。中舘文雄君。 

 

〇９番（中舘文雄君） ありがとうございました。 

 今、町長から、総合戦略の目標達成に向けての事業ということで答弁がありました。今、町長

から答弁あった内容は、今現在いる町民に対する政策というんですか、子供を持っている親に対

する医療費の無料化とかいろんなそういう形のものですが、質問で一番主体としたかったのは、

将来の南部町を考えたときに、例えば人口減少社会においてこのままであれば恐らく減っていく

だけだろうということで、今、結婚していない若者も中心にした、そういう声も生かしながら政

策を事業として組み入れていく必要があるんじゃないかなという思いがあったものですから、今、

挙げられた子育てや商品券その他は現在の方々に対するサービスといいますか、それに対しては

もう十分私も理解しておりますし、やっていることに対しては賛同しておりますけれども、今後、
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この状態だけを続けても人口を維持していくことはなかなか難しい。2060年の１万人というのは、

新たな政策を考えて施行していかなければ恐らく難しい内容だろうと。いろんな政策、基本政策、

ずっと、人口ビジョンから総合政略の内容、いろいろ読んでみましたけれども、現在に対する対

策としてはまずそれなりの対策でやっておりますけれども、今後の、これからそれをやるために

新たな事業、何かもし考えがあれば、町長、または担当者のほうで。 

 今のは今として進めるんですけれども、今後、南部町としてこの総合戦略を達成するため、

2060年１万人という人口を維持するためには、今やっている政策だけでは私は不十分といいます

か、十分ではないのではないかなと思いますので、改めて、将来、南部町のそうしたビジョンの

中で５つの項目を挙げてやっています。それぞれの、こういうところにはこういう施策というの

は文章の中に示されておりますけれども、それをいつ、どういう段階で具体的な事業を取り上げ

ていくのか。他の同僚議員も質問することになっていますからその辺に譲るとしますが、そうい

う基本的な新たな考えも持っていなければいけないんじゃないかなと思いますので、その辺、具

体的な検討にもう入るべきだと私は思います。今をやるんじゃなくて、その将来を見据えたです

ね。 

 というのは、例えば移住対策をやろうとしても、そういう住宅用地を受け入れる町の体制をつ

くっていかなければ、来てくださいと言っても恐らく来ないと思います。ですから、南部町に移

住することによって、そこで生活できて、収入もあって生活できる環境であれば恐らく移住者も

手を挙げるだろうけれども、行っても収入がそれだけないとなれば、やっぱり移住してまで南部

町に住もうという気持ちにはならないかと思いますので、その辺の総合的なことも考えて、今後、

この５年間、基本的なこの５年間の中、また、2060年の１万人の人口を確保するためには、そう

した新たな観点からも考えていけなきゃいけないだろうというふうに思いますので、その辺につ

いても考えがあればお聞きしたいと思います。 

 それから、もう一つは、特に結婚というか、生まれて、今、子供のある者に対しては医療費も

無料化、子育て、給食もただということで対応しているんですけれども、それじゃない、結婚し

ていない方々、これからしようと思う方々、それに対してはやっぱり何らかの、町として、例え

ば、これは突拍子もない話かもしれないけれども、結婚するときに100万200万上げましょうと、

例えば結婚式にですね。それだけやっても、そのかわり南部町に住んでくださいという思い切っ

た政策をするような、これは考え方として極端過ぎるかもしれませんけれども、それぐらい思い

切った政策を町として出しながら、人口増といいますか、定住、若者に対する手当も事業として

何か考えていく必要があるかなと思いますので。先ほども申し上げましたが、今よりもさらに進
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んだ事業に対しての考え方があればお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、市場の移転問題、これは私ももう議員やって５年ですけれども、いろいろな方々か

ら、やっぱり不便だという声が強いんです。そのまま昔の市場跡地を倉庫として利用しています

けれども、もっともっと活用される方法があるんじゃないかという声もあったものですから、町

の大きな、先ほど町長も基本計画を十分に検討しながら今後長期的に進めるということですから、

やらないという答弁でありませんからその辺は期待するところですけれども、やっぱり国道沿い

に行って「南部町営市場」ともう広告塔をどんと上げて、南部町にはこういう場所もあって、地

域農業の果樹農家の生産物を全てそこで賄ってやっているんだというような、そういうＰＲにも

なると思いますので、ぜひ総合的な判断を、余り長期的じゃなくて検討する必要があるだろうと

思います。 

 それから、市場を中心とした輸出を立ち上げる組織が、ほかの市場でもあってるようです。で

すからその辺も、市場を運営するとともに新たな、今、町内でもリンゴその他は輸出に向けて活

動している団体もありますから、その方々の意見も聞きながら、もっともっと集荷力のある市場

を中心としたそういう産業も、果樹の里、農業を基幹とする南部町ですから打ち出してもいいの

ではないかと思いますけれども、それに対しての考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

〇議長（馬場又彦君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、まず、総合戦略等についての答弁でございますが、まず、取

り組んでいく上では、ソフト事業、またハード事業、両方のやり方になってくると思ってござい

ます。その中で現在進めているのが、１つは剣吉中学校の跡地、ここにつきましては今、道路を

つなげて、今年度は造成、設計等を行い、来年度、再来年度ぐらいには用地を提供できるかなと

思ってございます。そのときに、やはりハードだけではなくて、いわゆる若い世代の方々の場合

にはその建設の一部とかそういう部分も考えていきたいということで、担当課のほうで、具体的

には今年度後半から来年度ぐらいに合わせていわゆる販売、提供できるときにはあわせてそれを

提供できないと意味がありませんので、そういう部分を今考えて進めているところでございます。 

 そしてまた、町有地、結構宅地で十分活用できる町有地が南部町全体にございます。これにつ

いては既に調査をしてここを販売できるとしたということを台帳で押さえておりますので、そう

いう部分もあわせて、安価で、通常の一般的な金額ではなく安価にして提供していきたいと思っ

てございます。具体的には、また金額等大体詰めてきましたら議員の皆様方にも当然協議してい
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ただきたいと思ってございます。 

 そしてまた、少し時間がかかることでもあろうかと思いますが、先般の議会で坂本典男議員さ

んからもいろいろ団地等についてのご質問もいただきました。こういう部分もまずは剣吉中学校

跡地、この状況を見て、将来的にまたそういう団地等の部分を考えていきたいと思ってございま

す。いずれにしても、団地形成になりますと金額も結構張るわけでございますので、そういう部

分は財政のほうとのやはり見通しをつけながら、時期はいつごろがいいのかと、これを逆算をし

ながら進めていきたいと思ってございます。 

 そしてまた、企業誘致、職場、働ける場所を確保したいわけでございますが、現在、議員ご承

知のとおり、福地第一、第二工業団地が全て売れ切れてございます。そういうことから、積極的

に誘致企業に場所を提供できない。中には、もし本当に来てくれるのであれば提供してもいいと

思っている用地もございます。ただ、そういった場合に現在考えているのは、国道用地、学校跡

地等々は条件には合うなとは思っておりますが、いろいろな部分の活用方法がありますので。先

般、ある企業からそういうお話もありました。ただ、先般お聞きしましたら積極的ではちょっと

ないというふうな状況がわかりましたので、今後、町のほうの次の活用方法を考えていきたいと

思ってございます。 

 先ほど言いましたハードに合わせたソフト事業、今までやってきた学校給食費無料化、これは

県内においても全面無料化という市町村はそんなに数多くないわけでございまして、そういう部

分は今やっておりますけれども、今後もしっかりと継続して、当町に住めば学校給食費は何人で

あれ無料ですよという部分と、15歳までの医療費の無料化、これは所得制限はありますが、今回、

八木田議員さんからもいろいろな質問をいただいておりますが、そういう部分をどの程度まで行

うことができるか、そういう部分、ソフト的な部分を常に考えていきたいと思ってございます。 

 現在、今年度でございますが、移住に向けてのお試し体験として、もとの名川病院の医師住宅、

２棟修繕しまして取り組んでおりますので、来年度からはまず、お試しの部屋をＰＲしていける

と思ってございますので、あわせてそれも定住につながるように進めてまいりたいと思ってござ

います。 

 あと、中で結婚の問題ございました。非常にまだ独身、男女ともに多い地域でございます。若

い方々、また、商工会さんのほうもいろいろ考えて、お見合い的な、そういう提供にも取り組ん

でいるわけでございます。まずはそういう情報をしっかり提供しながら、結婚していない方々に

そういう場所にまず来てもらえるように努力をしながら、具体的にそういう方、金額等を含めな

がら、いろいろな提供の仕方があるでしょうから、そういう部分はソフト的な部分として考えて
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まいりたいと思います。 

 次に、市場の件でございますが、大型トラックが入ってくるには狭い道路でございまして、旧

南部町さんの関係者からもお聞きしたんですが、平成３年に新築するときにもやはりいろいろ意

見が出たと聞いております。国道のほうにという意見もあったようでございます。ただ、なかな

か、今まで行っていたところから正直大きく移転をするというところまではいかなかったという

お話もお聞きをいたしました。私も、将来的にはやはり国道沿い、これは大型トラック等入るに

しても農家の皆さんが持ってくるにしても、そちらのほうが当然便利だと思ってございます。た

だ、先ほど申し上げましたが、平成３年に建って25年、いろいろな部分、屋根からＬＥＤ照明、

もろもろ今、修繕をして新しくもしてございます。市場自体もまだ新しい状況でありまして、タ

イミング的にはあそこを解体してという部分を考えますと、時期的にはもう少し待ってその間に

考えていくと。整備計画を策定するときに大体の、いつぐらいがいいか、そのときには当然財政

状況、これも一緒になって計算していくわけでございまして、その構想を検討していく中におい

て将来的な大体の目安をつけてまいりたいと、こう思ってございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） ほかに質問ありませんか。中舘文雄君。 

 

〇９番（中舘文雄君） 最後に１つ、さっき町長の答弁の中に、八戸圏域を使って観光その他に

取り組んでいくという話がありました。一番は、八戸に来た人をいかに南部町に回遊させるかと

いう事業、南部町単独でというのはなかなか難しいものですから、そういう点ではさっき町長か

ら答弁がありましたように、八戸圏域という形の観光事業といいますか、南部町にということで

すから、その考え方は私も賛成であります。ですから、いかに南部町に立ち寄らせるかというの

は、これはもう根本的にそれに携わる方々から意見を十分聞きながら、やっぱり八戸に来た人を

いかに南部町に、南部町に来てそれから帰っていくというようなルートをいち早くこれは確立し

ていく必要があるだろうし、それからまた、八戸市の関係、企業に勤めている方、その方々が住

宅は南部町がいいと、南部町から通ってもいいというような、そういう環境をつくっていくとい

うのが必要だと思いますので、ぜひその辺は圏域事業とかいろいろな会議その他に担当者も出席

して検討会に出ていると思いますけれども、積極的に南部町のいいところといいますか、南部町

をひとつその核の中に入れた事業をぜひつくらせていただきたいんですが、担当者でも結構です

が、その辺の会議というのはどういう形で臨んでいるかお聞きして終わりたいと思います。 
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〇議長（馬場又彦君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光交流課長（西村 久君） ご質問にお答えを申し上げます。 

 現在のＤＭＯにつきましては、八戸市を中心といたしまして近隣の８市町村でもって会議が進

められております。分科会とワーキンググループということで２つの会がございまして、それぞ

れで進められております。今始まったばかりでございますので、具体的な計画につきましては今

後でき上がってまいりますけれども、現在もそれぞれ町の特徴とかその辺の洗い出しをしまして、

八戸に来た観光客が南部町に入るとか、三戸町、田子町に行くとか、その辺を具体的に計画に入

れている最中でございます。来年までにはある程度まとまった案ができる予定になっております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで中舘文雄君の質問を終わります。 

 続きまして、７番山田賢司君の質問を許します。 

（７番 山田賢司君 登壇） 

 

〇７番（山田賢司君） おはようございます。 

 きょうは、傍聴席に多くの方がおられます。議会に興味を持っていただき大変ありがとうござ

いました。また、私自身、身が引き締まる思いでございます。 

 それでは、先ほど町長が台風の被害について詳細に述べられましたので、被害が少なかったと

いうことでありますが、中には被害を受けられた方がありますので、その方々にはお見舞いを申

し上げたいと思います。また、工藤町長を初め職員、消防団、関係者の方々のご苦労に敬意を表

するとともに感謝申し上げます。昨日の台風により、農作物等には少なからず被害が発生したと

考えられます。工藤町長を初め職員の皆様には早目に被害の把握と対策を講じていただくようお

願い申し上げます。 

 それでは、リオのオリンピックも終わり、日本人の活躍は物すごいものがございました。ここ

におられる坂本議員の弟さんも自転車の監督ということでリオデジャネイロオリンピックに参

加しております。その陰でちょっと薄くなったんですけれども、インターハイにおいて名川中学

校出身の天野君が三本木農業の団体で優勝したということも見ました。また、名川第８分団の操

法大会において県大会優勝ということで、南部町出身の方々の活躍が今、多く見られております。

９月４日には県民駅伝があります。その節にはぜひ優勝を目指して頑張っていただきたいなと思
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っておりました。 

 それでは、私の質問にさせていただきます。 

 昨年度、中舘議員からも質問がございましたが、町の総合戦略が打ち出されました。それはや

はり、先ほど中舘議員がおっしゃるとおり、いろんな面で南部町、少子高齢化、人口減少を食い

とめるという課題のもとにいろいろな施策が講じられているところでございます。まだ今年度始

まって間がないわけですからその効果というのはまだまだ見られてこないんですけれども、その

中でやっぱり検証することも大事な一つだと思います。まだ早いと思いますが、その検証方法を

どのようになされるのか、また、その追随として、中舘議員おっしゃるとおり、新たな施策とい

うものも考えていかなければならないと私も思っている一人であります。その辺のところをどの

ように町は考えていくのか。 

 総合戦略、いろんな町でいろいろ出しております。もう新たな、ほかの町村で、定住していた

ら200万上げる、でも、今度は300万上げる、400万上げる、私の町は500万上げますよと、ただそ

ういう合戦になるのではなくて、何か新たな仕組みづくりをしていただきたいなと思っておりま

した。一番が、私自身考えるに、今住んでいる人たちがここから出ていかないと、ここで長く住

んでいただける、そういう施策も大変大事だと思っております。先ほど言われた町長の施策とい

うのはやはりその辺を加味した施策の中であって、その辺は私自身、賛同するところが多々ござ

います。その辺の、これからの施策または検証方法等をひとつお聞きしたいと思います。 

 また、災害への自主防災会の対応であります。きのう、まさしく台風があり、被害があり、ま

た、自主防災会が活躍した部分と活躍しない部分等があると思います。近年、全国的に見ますと

大きな災害が各地で発生しております。最近では熊本の大地震、何度も起きる余震によりなかな

か復旧に手がつけられない。そういう中で、やはり地元の地区の住民たちが自分たちの手でいろ

んな部分を補いながら、また、町と協力しながら、行政と協力しながら復旧していこうという姿

が見られました。やはりその組織、自主防災組織というのは大変大事だと考えられます。 

 自主防災会、日ごろ、私ども町内もそうなんですけれども、災害が多い地区はやはり関心を持

つ。でも、ふだん災害がない地区に関しては、やはりある程度は思っているんですが、なかなか

その部分に熱意が行くというか、そういう組織立てをきちっとできるというのがないように見受

けられる部分があります。 

 また、行政とのコミュニケーションがちょっと薄いせいか、特に消防団がある地区においては

消防団がこれは全部やってくれるだろうと、消防団がこれやってくれればいいんだと、そういう

ことで消防団任せになっているところもあります。 
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 また、連絡不足というか、認識不足の中で、この間私がちょっと意見を聞いたのは、火事があ

ったと、町内に火事があったと。でも、消防団員、日ごろ八戸とか遠くに仕事に行っていて出ら

れる人というのは１人２人、最悪であればもう出る人がいない。その中でじゃあどうすればいい

んだという話をされまして、じゃあやっぱり自主防災会、防災班が、火災の担当が何とか火を消

していかなければならないのではないかと、そういう話をしましたら、いや、わらど手つけてい

いんだべかと、ポンプに手つけていいのかなという話を私されました。やはりその辺も認識不足

があると思います。やはり地元の災害、地元の人たちがみずからそれに動いていただけなければ

なかなか復旧、復興にまで進んでいかないのかなと考えております。 

 その辺のところを行政はこれから先、どういうふうな考えを持って防災会、組織をつくり上げ

ていくのか、その辺のところをお聞きして私の質問とさせていただきます。大変長々と取りとめ

のない話になったと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、山田賢司議員にお答え申し上げます。 

 まず、総合戦略の検証方法についてのご質問でございますが、平成27年度において、当町にお

ける人口減少に歯どめをかけ、当町の独自性を発揮しつつ、町民が魅力を感じ、誇りを持てるま

ちづくりを進めていくために、南部町総合戦略を策定いたしました。これは全国の市町村におい

て策定が義務づけられているものであり、総合戦略の推進及び効果検証についても国から方向性

が示されております。 

 それによりますと、ＰＤＣＡサイクルを確立することとされておりまして、ＰはＰｌａｎ、計

画、Ｄｏは実施する、Ｃｈｅｃｋは評価をする、Ａｃｔｉｏｎは改善すると、この略でＰＤＣＡ

と言われておりますが、４つの視点をプロセスの中に取り組むこととして継続的な改善を推進し

ていくこととされております。具体的には、総合戦略で計画された施策を実施し、設定した数値

目標等をもとに、実施した施策・事業の効果を検証し、必要に応じて施策を見直ししていくこと

になります。 

 効果検証に際しましては、その妥当性・客観性を担保するため、行政の中だけで行うのではな

く外部有識者等の参画を得ることが重要であるとされていることから、当町におきましても総合

戦略策定の際の外部有識者、いわゆる南部町まち・ひと・しごと創生アドバイザーのメンバーの
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方々からご協力をいただきましたので、今後も検証を得るため引き続きご協力をお願いしてまい

りたいと考えております。また、同じく、町議会議員の皆様にもご報告させていただきましてご

意見を伺いたいと考えております。 

 次に、検証に伴う追加の戦略についてお答え申し上げます。 

 前の検証方法の中でもご説明いたしましたが、施策・事業の効果を検証し、必要に応じて見直

ししていくこととしております。よって、施策・事業の取り組みにつきましては修正、追加され

る部分も出てくるものと思われますので、取り組んでいく中で対応していく予定でございます。 

 特に、今後、地方創生推進交付金を活用して事業を計画する場合は、交付金の活用条件として

総合戦略への記述が必須になっておりますので、過疎債なんかも計画を立てるときに変更をかけ

てそこ文々のせるということを行うわけでございますけれども、同じように、見直しをする場合

には総合戦略に記述して、そして事業に取り組んでいきたいと考えてございます。 

 次に、災害等への自主防災会の対応方法についてお答え申し上げます。 

 まず、当町では現在、41の自主防災会が組織されており、世帯カバー率は76.1％であります。

青森県平均の46.5％は上回るものの、全国平均81％には届かない状況となっております。 

 議員ご案内のとおり、大きな災害においては地区住民の活動と行政のコミュニケーションが大

切であることは私も同感であります。自主防災会の役割は災害時に重要とされている自助、共助、

公助、この３つの中の共助を担うものであり、平常時においては災害に備えた防災知識の啓発、

地域の危険箇所の把握、防災訓練の実施などを行い、災害時においては正確な情報の収集や伝達、

地域住民の避難誘導、自主避難所の開設や運営のほか、まずは自分たちの身を守ることを最優先

にした上で、火災発生時の初期消火や負傷者救出などの減災活動を行うことが主な活動内容にな

ると考えております。一方、消防団は消防車両や資機材、日ごろの訓練により培われた豊富な知

識と経験を有し、平常時・非常時を問わず住民の安心と安全を守るために地域防災のかなめとし

て防災活動を行っております。 

 自主防災会と消防団の役割分担については、自主防災会は主に住民の早期避難誘導と避難所の

開設・運営を、消防団は主に消火活動、負傷者の救出救助活動などであります。災害発生時には、

どうしてもマニュアルどおりにいかないこともありますので、臨機応変に対応しなければならな

いことも生ずると思ってございます。ただし、やはり一定の役割分担を決めておくということは

必要であると考えております。 

 ことし４月に発生した熊本地震では、自主防災組織の構成員不足と高齢化、物的資源の不足、

リーダーの育成不足、防災活動に対する住民意識の不足などの課題が浮き彫りになりました。 
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 町では、世帯カバー率100％を目指すとともに、災害時の役割分担が明確になるように研修会

や訓練の開催を支援しながら、引き続き防災資機材の配備や活動助成金などの支援を行ってまい

りたいと考えてございます。 

 いずれにしても非常に大事なのはやはり自助、共助、そして公助、いつも災害時に言っており

ますが、熊本地震、また東日本大震災においても、あの規模になりますと公助、いわゆる役場、

公共団体が現場に駆けつけたくても行けない、そういう状況というのが大きな災害には起き得る

わけでございまして、そういうときにまず言われているのが、自助、共助の中で協力し合い、２

日、３日、これを共助の中で対応できるところはしっかりと、生存できるし、その間に間違いな

く公助の支援が入ってくると言われてございます。ですから、自主防災組織というのは非常に私

は大事な組織であると思っておりますので、現在76.1％でございますが、やはりこれは何として

も100％に持っていくと。これは町のためではなくてそれぞれ住んでいる方々がやはりより安心

して暮らせるにつながっていくのが、やはり自主防災組織がある地域とない地域の大きな差にな

ってくると思ってございますので、今後、町内会長さん、行政員の皆さんにもまたさらに説明を

し、呼びかけて、できればきょう、傍聴にいらしている方々も、自分のところは自主防災が組織

されているのかどうか、こういう部分も確認をしていただいて、もしされていないようであれば

ぜひ皆様方からも代表の方々に設立に向けて呼びかけをしていただければありがたいなと思っ

ております。いずれにしても、災害が起きた場合、その後の対応というのが大事になるわけでご

ざいますので、その後につきましてはしっかりと我々、万全を期して、これは早い復旧・復興に

向けて取り組むということは基本として考えていきたいと、こう思っております。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問はありませんか。山田賢司君。 

 

〇７番（山田賢司君） どうもありがとうございました。 

 実は私、きょう質問を辞退させていただこうかなと考えておりました。やはりきのう、台風が

ありまして、幾分、町長初め各課長さん方には災害の対応に当たっていただく時間を早くつくっ

たほうがいいのではないかという趣旨もありまして、きょう議長さんともちょっと相談させてい

ただきましたが、自主防災会、私の質問の中で災害対応ということもありますのであえて質問を

させていただきました。 

 この間、マスコミ報道等で青森県内の自主防災の組織率というのが出ておりました。詳しくは

中身わからなかったんですけれども、一番よかったのは90％ぐらい、一番悪かったのが11％台、
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むつ市だったかな、どこかがそのくらいの組織率で発表になっていたと思います。当町は70％台

ということでありますので上のほうですけれども、やはり熊本地震等を見ていますと、その地区

の方々の協力がなければなかなか復旧ができない。炊き出し等いろんな部分でも復旧ができてい

かないというのが見られましたので、またきょう、きのうのテレビを見ていましたら宮古の、震

災があって、また今、河川の氾濫等があったと。そのときのインタビューに答えていた女性が、

「震災で逃げることを学びました」という声をいただきました。やはり自分の身は自分で守らな

ければならないというのを私は震災で学んだんですよという話をしておりました。そういうこと

がないような状況にあればいいんですけれども、災害はいつ、どこで何が起こるかわからない部

分もありますので、これからも組織の効率化を高めていただけるよう行政のほうにはお願いし

て、また、きのうの台風の被害把握と対策を早期にお願いして私の質問を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで山田賢司君の質問を終わります。 

 ここで11時20分まで休憩します。 

（午前11時６分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時20分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 一般質問を続けます。６番、西野耕太郎君の質問を許します。６番、西

野耕太郎君。 

（６番 西野耕太郎君 登壇） 

 

〇６番（西野耕太郎君） 同僚議員が、台風10号がこの地域を通過したということで、私はこれ

から、台風の理事者側の調査等がありますということですので、質問については簡単明瞭に行い

たいというふうに思っております。 

 ８月５日に開催されました2016年リオデジャネイロオリンピックでは、日本が41個のメダルを

とり、国民に勇気と感動を与えました。入賞した選手はもちろん、出場した選手、先ほども言っ

ておりましたけれども、坂本典男議員の弟さんも自転車の監督ということで参加しております。

役員に対しましても心から敬意を表するとともに、４年後の2020年の東京オリンピックが成功裏
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に終了することを願うものであります。 

 さて、第70回定例会において一般質問の機会を与えていただきました議会運営委員長にお礼を

申し上げ、早速質問に入らせていただきます。 

 私は今回、町内小学校・中学校の児童・生徒の適正規模と適正配置について質問いたします。 

 まず１点目は、児童・生徒が学校生活を集団で行う上で一定の適正な規模を確保することが望

まれております。当町も少子化が進展しており、今後の学校経営を行う上で各校の適正な規模と

適正配置を進めることが必要と思われます。町教育委員会では検討されているのかお伺いいたし

ます。 

 ２点目は、１点目の標準化を進める上で、各校ごとの今後予測される児童・生徒数の推移につ

いてお伺いするものであります。 

 以上、２点について答弁をよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。教育長。 

（教育長 山田義雄君 登壇） 

 

〇教育長（山田義雄君） では、西野耕太郎議員のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、少子化の進展により今後、各学校の標準化を進める上で統廃合等があると思われるが、

教育委員会ではそのことについて検討されているのかというふうなご質問でございますが、平成

27年１月、昨年の１月でございますけれども、59年ぶりに文部科学省ではこの新しいあり方につ

いて示されました。「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」というふう

なことが示されましたけれども、その中では、学校では児童・生徒が集団生活の中で社会性や規

範意識、このことを身につけるために、一定規模の児童・生徒集団が確保されることが重要であ

ると示されております。例を挙げますと、６学級以下の小学校と中学校では３学級以下の学校は

速やかに統合を検討すべきというふうな提示もされています。 

 また、一方では、学校の統合の適否の判断は、やる・やらないの判断でございますけれども、

教育的な観点のみならず地理的な条件、さらには大きな地域の核となっているコミュニティー、

こういうかかわりなど、地域のさまざまな事情を総合的に考慮して検討しなければならないとい

うふうなことも示されています。 

 当町教育委員会といたしましては、基本的には児童・生徒を中心に、集団生活の中で社会性、

または規範意識、このことを認識させるという国の手引きの内容を踏まえて、今後のあり方につ
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いて検討していくことが適当であると考えています。 

 しかしながら、一律に学級数だけで学校の統合の適否について判断することは大変難しい現状

があるとも考えております。今後につきましては、児童・生徒数の推移を踏まえ、集団規模等子

供たちにとってどのような教育環境がよいのか、また、通学距離等の地域の事情も踏まえながら、

町としての学校の適正配置の考え方を整理し、住民や保護者の皆様を交えて、議論等も含めて検

討してまいりたいと思っております。 

 次に、各小・中学校における今後予測される児童・生徒数の推移についてでございます。 

 平成28年度から平成37年度まで、今後10年間の推移でございます。小学校については学級数は

現状を保つものの、全体の人数は、現在750名小学生がおりますけれども10年後は593名となり

157名の減となります。中学校については学級数は現状を保つものの、全体の人数は現在中学生

500名おります。10年後には317名となり183名の減少となると思われます。全体では、現在1,250名

から910となり、340名の小・中合わせて減少になるものと推測しております。 

 このように、当町の児童・生徒数の減少傾向は当面続くものと考えておりますが、町教育委員

会としましては、子供たちの教育環境の充実を一番の目的、柱として、保護者や地域住民の理解

と協力を得ながら課題解決に取り組んでまいりたいと思っております。 

 ことしも小学生・中学生、また本町出身の高校生、合わせて20数名が全国大会に行っておりま

す。これは学校の先生方の努力、または地域の頑張り、これも去ることながら、やはり学校の適

正規模、これが大きく左右します。このことを考えたとき、子供たちに学習面においても、また

は部活動においても、生徒会活動においても、一層切磋琢磨できる学校環境または教育環境をつ

くってやらなきゃならないなと、そういうふうに考えておりますので、慎重に検討しながら、地

域または保護者のお話を聞きながら、慎重に進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。西野耕太郎君。 

 

〇６番（西野耕太郎君） 教育長答弁、ありがとうございました。 

 今の答弁にもありましたとおり、文科省では平成27年１月27日付で各都道府県教育委員会長宛

てに、公立小・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きの策定の通知が入っております。

それを受けて、公立の小・中学校の設置者である各教育委員会では、それぞれの地域の実情に応

じて教育的な視点から、教育長が申したとおり、少子化に対応した活力ある学校づくりのための
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方策を継続的に検討・実施していくということが求められているところでございます。 

 当町も今後、小・中学校の学級数が先ほどのとおり、10年はそのままでということですけれど

も、子供たちが減っていくということが懸念されます。私は特に、南部町における小学校の校舎

が建築してから年数が経過してきているということ、それから、老朽化が進んできているという

こともありますので、学校の委員会として建てかえ計画をしていくことが将来、近いうちに必要

になってくるのではないかなというふうに思っております。各学区の父兄やＰＴＡの皆様と教育

委員会が一緒になって今後の学校運営を進めるために、早いうちにこの問題について話し合いを

していくことが必要ではないのかなということであえて質問いたしました。 

 こういうことで、老朽化の進んでいる学校ということで、実は何を言うかといいますと、福田

小の問題もあったわけですので、やはりそういうのも含めて、大規模改修するという、多分耐震

化は100％終わっていると思うんですけれども、次に大規模改修とかということではなくて、い

ろいろとやっぱり建てかえをする時期に来ている学校が結構あると、特に小学校はそういうとこ

ろがあると思いますので、よろしくお願いを申し上げて私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで西野耕太郎君の質問を終わります。 

 続きまして、３番、夏堀嘉一郎君の質問を許します。３番、夏堀嘉一郎君。 

（３番 夏堀嘉一郎君 登壇） 

 

〇３番（夏堀嘉一郎君） おはようございます。 

 議席番号３番の夏堀嘉一郎であります。第70回定例会において、通告してあります件について

お聞きいたします。 

 自然災害に対する対応についてでございます。 

 ことしに入り、南部町防災マップが完成し、全町民へ配布され、多くの町民の防災意識を高め

られたことは大変喜ばしいことだと思いますが、まず私は、その内容についてお聞きします。 

 初項のほうですが、指定避難所兼指定緊急避難場所の一覧を確認したところ、「災害別の利用」

という項目で、災害発生時に避難目的で利用したくても利用することができない学校施設や公共

施設などがあるという現状に注視しました。学校、児童館関係では、名川中学校と福地小学校が

洪水災害の浸水時は避難場所として利用できないようになっていますし、鳥舌内児童館に関して

は地震の場合には利用できないことになっています。災害が起きたら学校に逃げ込めばよいとい
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う古い固定概念はもはやそこにはなく、学校生活を送っている日常のさなかに災害が起きた場合

には、生徒たちはその学校から安全な場所へ避難しなければならないという状態であるというこ

とであります。災害の種類によって利用できない学校があるというそもそも論の端的な問題では

なくて、実は、それらの学校や児童館から早急に生徒を避難させてその災害から確実に命を守ら

なければならないという側面を抱えた緊迫状態であるということをいま一度認識しなければな

らないと思われます。 

 各学校周辺の地理的条件や生活環境を考慮し、また、災害の種類によって避難の方法はそれぞ

れ違いますが、行政の知識を最大限に生かし、その災害の対象となる各学校独自の避難時のガイ

ドラインが必要であると私は考えていますが、現在、そのようなものが各学校に存在しますでし

ょうか。存在しないのであれば早急に作成し、子供たちに簡単に理解できるわかりやすい内容の

ガイドラインにして、厳しい災害状況の中でも誰もが正確な判断で安全な場所に避難できる対策

が急務であると考えます。 

 そして、私が最も注視したのが、南部町医療センターやその周辺の公共施設です。 

 特に、医療センターは災害時には負傷者や避難している方々の体調不良時の医療行為が求めら

れ、健康センターは治療を受けられた方々の経過を見守る一時的な避難場所となることが考えら

れ、住民の生命を守る重要な拠点であると思います。自然災害にはさまざまな形態があり、一概

には言えませんが、特に現時点では洪水が考えられ、想定外の大洪水となった場合は対応できな

いことが暗に考えられます。また、いつ直下型の大地震が発生するかもわかりません。万に一つ

でも、折爪断層直下型の地震が発生したとすれば、付近は壊滅的な状況に陥り、各施設も被災し、

住民の手当てに対応できなくなることが考えられます。 

 また、防災マップに掲載されている平成23年９月22日、ながわ大橋周辺の洪水写真や洪水のハ

ザードマップを確認してみると、南部町医療センター周辺は２メートルから５メートルの浸水が

想定されているというように示されておりました。施設の建設は私が議員になる前のことではっ

きりしたお話はできませんが、この周辺一帯の土地を当初の計画高から何メートルか盛り土かさ

上げし、洪水の対策をしてから建設をしたというようなお話を伺っておりましたけれども、洪水

の災害写真を見る限り、想定される最大浸水深さの５メートルの対策まではなされていないよう

に思われます。 

 その最大浸水５メートルの洪水が実際に発生した場合には、次のことが考えられると思いま

す。医療センター内部のほうでは、医療センターなどの１階部分は天井近くまで浸水してしまい、

エレベーターは故障してしまいます。医療センター２階に入院している患者の生命線である酸素
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装置やその他の精密さを要する医療機器全般、そして、それら医療機器の心臓部であるバッテリ

ー装置は１階部分に設置してあるようですが、１階部分に浸水した時点で使用できなくなると思

われます。 

 医療センターの外部のほうでは、医療センターやその周辺にあるそれらの施設に続く道路が寸

断され、施設自体がそれぞれ陸の孤島になってしまいます。 

 駐車場にヘリポートが敷設されていますが、浸水時は利用できません。 

 以上のように、上記でお話しした学校施設以上に医療センター周辺は緊迫状態であるというこ

とをご理解いただけるものと思います。 

 上記の学校施設同様、医療センターや健康センター、給食センターで日常勤務されている方々

のための避難時のガイドラインが各施設に必要であると思いますが、そのようなものは現存しま

すでしょうか。現存していないのであれば早急に作成して、それぞれの施設でそれをもとにした

避難訓練もまた必要になってくると考えます。 

 また、入院患者に対する避難時のガイドラインも必要であると思いますが、いかがでしょうか。 

 実際問題として、病院のスタッフなどの健常者は、避難指示が出た場合でも自力歩行ができま

すから何も問題なく避難できると思いますが、入院患者はそうはいきません。入院患者に対する

避難指示のタイミングやその判断基準は、入院患者が避難するための行動時間を考慮しなければ

ならないので相当困難をきわめるものと思います。また、洪水災害が発生し、１階のフロアが浸

水される前に全入院患者を避難させることができれば問題ありませんが、避難におくれて入院患

者とスタッフが館内に残ってしまえばどうでしょうか。１階フロアが浸水され、医療機器が故障

し、周辺道路やヘリポートも利用できなくなり、医療センターは孤立してしまって入院患者や病

院スタッフは危険な状態にさらされることになると思います。そのような危険な状態になると、

大概の人は精神的や肉体的にもパニックを起こしてしまい、気力や体力も奪われてしまいます。 

 これらの危険で過酷な災害状態に追われて正常な心理状態を失いかけた場合でも、誰もが正確

な判断を下して避難し、いろいろなシーンで尊い命を守るための避難ガイドラインが必要である

と私は強く訴えたいと思います。 

 最後になりますが、災害が起こり得る場所に施設があるという事実はもう変えることができま

せんが、それではその施設周辺が災害になった場合の避難活動を徹底させて町民の命を守りまし

ょうということを私は強く伝えたいのです。 

 2011年３月11日、東日本大震災から早５年が経過いたしました。今でも私の脳裏には、あの大

津波の映像が残っています。役場に残り、最後まで防災無線で高台への避難指示をしていた女性
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職員、そして、最後の最後まで先頭に立ち避難指示を出した町長、これは宮城県南三陸町の防災

庁舎の件です。町民の避難活動をしていた職員約30人は庁舎の屋上へ避難しましたが、その津波

は屋上に達してしまい、屋上のアンテナにつかまってその濁流に耐えていたみたいですけれど

も、気がついたときには10人しか残っていなかったようです。 

 そして、その庁舎の周辺にある公立志津川病院では、職員が入院患者を上階へ避難させようと

頑張っていましたが、エレベーターの故障により階段が混雑してしまい、結果として、死者・行

方不明者合わせて75名の被害者が出てしまったようです。 

 まさかここまで津波が来るわけがない、まさかこれだけの大惨事になるとは、まさか自分の家

族までもが、被災されたたくさんの方々が口々に言っていた重い言葉であります。その重い言葉

の背景に、そのシーンの壮絶さをうかがい知ることができます。私はこの質問をしながらも、今

改めてあのときのシーンがよみがえり、恐怖感を抱いているところでございます。 

 以上のようなことを当町と置きかえたときに、同じ水害で苦しむ南部町の防災対策が率直に心

配になり、不安になりました。何年も何十年も前から私たちを苦しませている当町の水害は、い

つ、どんな形で最大級の猛威を振るってくるのか誰にも検討もつきませんし、わかりません。で

すが、５年前には未曽有の大震災が起き、上記のようにたくさんの命を奪ったあの大津波が実際

に起きてしまったんです。誰もが予想もしていませんし、多くの人がまさかと思ったに違いあり

ません。あすは我が身と、あの震災が起きたときにはどの自治体も思ったかもしれません。そし

て、各自治体は全精力を注いで防災対策を今まで行ってきたと思います。無論、当町もそうだと

思います。 

 しかしながら、何年も水害で苦しめられてきたはずの当町の洪水対策は、洪水常襲地域のため

水害に対しての恐怖心が少ないように感じますし、そのため、過去の洪水に対応した水害対策し

か行われてきていないような気がいたします。いま一度あの大震災から得たたくさんの教訓を生

かし、また、想定外の洪水災害のことも考えながら、水害に対する町民や職員の意識をさらに高

めていくことも必要であるかと思います。 

 最後の最後になりますが、避難時のガイドラインの必要性を長々と説明してまいりましたけれ

ども、それは紛れもなく多くの町民や職員が災害の犠牲にならないようにするためであり、また、

多くの町民から油断や慢心の「まさか」という言葉を発することがないようにするためでありま

す。「まさか」で大惨事にならないように防災機能を強化しなければならないと私は思いますが、

当町の取り組み方についてお聞きします。 

 続きまして、折爪断層についてであります。 
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 前回の６月定例会において折爪断層という活断層についてさまざまな質問をいたしましたが、

その後、青森県との協議は行われましたでしょうか。そして、その協議がなされているのであれ

ば、青森県の見解はどうなのか、また、その青森県の考え方を参考にした南部町の見解はどうな

のかお伺いいたします。 

 そして、その折爪断層の活断層上にある公共施設がどれだけあるのか把握できているかという

ことと、そして、それらの公共施設の地震対策は検討されているのかどうかをお伺いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、夏堀嘉一郎議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、学校施設や公共施設等の防災機能の強化についてでありますが、学校施設や公共施設等

の77カ所を指定避難所としており、ことし４月に町内会全世帯へ配布いたしました。南部町防災

マップにおいては、浸水災害時、または土砂災害時、または地震災害時の災害別に施設の利用可

能を掲載しております。 

 指定避難所77カ所のうち、浸水災害時には馬淵川の浸水想定区域との位置関係により12カ所、

土砂災害時は土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域との位置関係により２カ所、地震災害時

は新耐震基準に基づいた建物であるかなどにより12カ所の施設が避難所として利用しないこと

としております。逆の言い方を申し上げれば、浸水被害のときは65カ所を利用、土砂災害時には

75カ所を利用する。地震災害時には65カ所が避難所として利用できるということでございます。 

 南部町防災マップにこれらの情報を掲載しましたのは、自分の身は自分で守るの自助の考えか

ら、家族が震災別の避難所を話し合い、共通の認識により迅速に避難できるよう災害別の避難場

所を記入できるページも設けてございます。 

 現状においては、災害時に地域住民がどこの避難所に避難するか戸惑うことがないよう、防災

無線やＳＮＳ、ほっとスルメールやエリアメールの活用など、あらゆる手段により避難所を周知

するとともに、平常時においても住民が災害別の避難所を把握できるよう、町広報紙やホームペ

ージを通して周知徹底してまいります。 

 先ほど名川病院等医療センターの周辺のお話、ございました。メーター数、今ちょっとはっき

りした部分は、何メートルだったか忘れましたが、かなりの造成をいたしまして、過去に来た水

位、それからさらに余裕を持った水位で造成してきました。最初に取り組んだのが名川中学校で
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ございまして、23年、25年のときはすれすれの状況ぐらいまでなりました。想定外の、今までに

ない水量でございました。昭和22年、３年ごろに剣吉、虎渡、ＪＲ本線、線路を超えたというと

きが昭和23年だったように記憶しておりますが、それ以来というような大雨でございました。 

 そして、次に医療センター、保健センターの建設でございますが、そのことを踏まえて、さら

に名川中学校より造成をしまして大丈夫だろうという状況の中で建設をしております。そして、

名川中学校から虎渡に行く道路、これは農道でございます。現在、低い状態になってございまし

て、ここの虎渡橋、名久井橋の虎渡川に近いほうの名久井のほうの低いところ、ここがいわゆる

第１工区からの水が流れてきて通行どめになっていることがしばしばございました。そこでもっ

て通行どめになると。広場に通る名川中学校、そして医療センターの部分、こちらのほうはまだ

高くなっておりますので、避難はそちらからできるということでございます。ですから、完全に

孤立するということはまずないと思ってございます。ただ、今まで以上の想定外、それ以上の部

分となると、これはもう医療センター、名川中学周辺だけではなく、恐らく南部町全体がもう床

下・床上になる、そういう規模になるだろうと思ってございます。 

 いずれにしましても、災害時において一番大事なのは、先ほども申し上げましたが、まずは早

く避難させる、このことが一番の命を守る私は原点だと思っております。ですから、町も避難準

備を発令し、避難勧告、そして避難指示というふうにいくわけですが、その指示に従ってもらえ

るように日常、やはりその指示が出た場合には、特にもう避難指示の場合は強制的にでもやはり

避難してもらうと。こういう形にいきませんと、避難ができれば人的被害というのはまず防げる

と思っております。そういうこと、これは地震に限らず、水害に限らず、浸水に限らず、土砂災

害に限らずこれは言えることだと、こう思ってございます。 

 詳しい部分については、またそれぞれ、担当部署のほうから説明をさせたいと思います。 

 次に、折爪断層についてでありますが、平成16年４月14日に政府の地震調査研究推進本部地震

調査委員会が公表した折爪断層の長期評価の内容について県と協議をしたところ、地形・地質調

査が行われていない区間が全体の３分の２もあるため、活断層としてのさまざまな特性について

検討ができる状況にないとのことであります。 

 また、青森地方気象台からも意見聴取いたしましたが、気象庁でも地震調査研究推進本部地震

調査委員会の調査結果をもとに予測や観測データを公表しており、このほかに特段の資料や情報

はないとのことであります。 

 ことし１月11日に南部町で震度５弱を観測した地震についても確認をいたしましたが、県、気

象台とも折爪断層との関連性は不明とのことであります。 
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 折爪断層上の付近にある公共施設等については、地震災害時の避難所を指定する際に把握して

おり、現状での建物の地震対策の目安となる新耐震基準を満たしておりますが、熊本地震を受け

て国交省が新耐震基準等の見直しを含め検討する方針であることから、国の動向を注視し、当町

においても必要な見直しと対策を検討していきたいと考えております。 

 地震については、折爪断層に限らず当町のどこの場所でも起こり得ることであり、先ほど山田

議員のご質問にもお答え申し上げましたが、地震については大規模な災害になり得る場合がある

ことから、自主防災会と消防団、町や防災機関の連携が重要になると考えております。 

 町としましては、今後とも地震などの災害が発生した際には速やかに防災体制を構築し、人命

最優先の災害対応ができるよう防災機能の強化を図ってまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。夏堀嘉一郎君。 

 

〇３番（夏堀嘉一郎君） 私が一番心配しているのは、医療センターもそうですが、学校施設が

地すべりだったり洪水だったり孤立してしまうことを一番心配しております。ですので、孤立し

た場合、医療センターの場合は洪水も想定されますけれども、今回の洪水のように、洪水になっ

ていませんけれども、台風のように洪水が想定されるような状況の場合には、当町もそうですけ

れども、当町が被災された場合には他自治体も被災されているものと思いますし、そういった場

合に孤立する施設があってしまうと防災ヘリもこちらの当町のほうには期待どおり来ることも

できないでしょうし、そういうふうな状況になる前に、被災にならないように学校の先生、生徒、

そして医療センターのスタッフ、入院患者の人たちを避難させるような、そういったガイドライ

ンがやはり私は必要だと思っておりますので、そこら辺も考えていただきたいと思います。 

 質問はこれで終わります。 

 

〇議長（馬場又彦君） 学務課長。 

 

〇学務課長（中村貞雄君） 町内の小・中学校、それぞれ危機管理マニュアルを整備してござい

ます。マニュアルの内容ですが、地震、台風、雪害、火災、それぞれの災害ごとに災害発生時の

生徒への対応、そして具体的な動き、それぞれ対応ごとに担当者を決めて対応しております。ま

た、災害発生時には同時に学校災害対策本部も設置されまして、本部は校長と教頭が、その他の
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職員は安全確保係、救助係、点検係、消火係、情報収集、そして連絡係というふうに分けて作業

に当たるような対応をしております。 

 そしてまた、学校給食センターについてですが、こちらは役場のマニュアルに沿って行動して

ございますけれども、避難訓練も消防の指導のもとに年に２回行っておりまして、災害のほうへ

の対応を備えてございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 医療センター事務長。 

 

〇医療センター事務長（佐藤正彦君） 医療センターのことについてお答え申し上げます。 

 現在、医療センターについては法律で定められた火災関係の分はやってございますけれども、

災害に対するマニュアル等の設定はしてございません。熊本地震を踏まえ、厚生労働省のほうか

らも各病院の災害対策マニュアルをつくるようにということで促進の依頼等もございます。なの

で、保健所も交えて、どういったことを入れて、内容を聞きながら、早急につくってまいりたい

と考えなございます。 

 以上です。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで夏堀嘉一郎君の質問を終わります。 

                                           

 

◎散会の宣告 

 

〇議長（馬場又彦君） 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

 なお、９月１日は午前10時から本会議を再開します。 

 本日はこれで散会します。 

（午前11時57分） 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（馬場又彦君） これより第70回南部町議会定例会を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（馬場又彦君） 日程第１、一般質問を行います。 

 これより通告順に順次発言を許します。 

 ２番、久保利樹君の質問を許します。２番、久保利樹君。 

（２番 久保利樹君 登壇） 

 

〇２番（久保利樹君） 皆様、おはようございます。 

 本日は職場体験学習ということで、南部中学校、福地中学校、杉沢中学校の生徒の皆さん、お

疲れさまでございます。南部町におけるまちづくり、こういった議会、議場、なかなか入ったり

見たりすることはできないかと思うんですけれども、皆様の将来のために南部町の中で話し合わ

れている場が、この議場という場になります。私もまだまだ１年目の新人ですが、よろしくお願

いいたします。 

 第70回南部町議会定例会におきまして一般質問の機会をいただき、議会運営委員会、関係各位

の皆様に御礼申し上げます。 

 質問に入ります前に、一昨日直撃しました台風10号の被害に遭われた方々にお見舞いを申し上

げます。南部町におきましては、昨日、状況報告いただきましたとおり軽度の被害であり、何よ

り人的被害がなく、不幸中の幸いだったと安堵しておりますが、皆様も報道等でご存じのとおり、

隣の岩手県ではけさの時点で11名の死亡者が確認され、人的被害が発生してしまいました。衷心

より哀悼の意を表します。報道等でもありましたが、改めて避難勧告発令のタイミングの難しさ
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を認識させられました。 

 南部町においては、災害警戒本部設置から避難勧告発令まで適時的確に行われ、町民の混乱も

なく、非常に適切な対応だったと認識しております。改めて町長初め理事者の皆様の判断、また、

自主避難所や庁舎内外での対応をされた職員の皆様に敬意を表したいと思います。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず、南部町における農地の現状についてお伺いいたします。 

 ３月の定例会でも触れましたが、全国的な農業後継者の減少により、専業農家戸数も減少して

います。農地を管理することができなくなっている農家が増加していく中で、同時に耕作放棄地、

遊休地の増加も問題視されています。全く管理されていない耕作放棄地は、雑草繁茂や病害虫の

発生だけでなく、近年問題視されている鹿や熊などの鳥獣のすみかになる可能性もあり、放棄地

を拠点に田畑や果樹園を荒らされることも危惧されています。また、管理されている農地は保水

力が高く、雨水の緩やかな浸透で地すべりや土砂崩れが起きにくいとされ、河川の洪水にも一定

の防止効果もあるようです。 

 そういった農地における問題解消のためや担い手農家の農地の集約化のために、都道府県ごと

に置かれる農地中間管理機構があります。高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しく

なった農地を借り受け、経営規模拡大を目指す農業者や農業法人等に貸し付け、耕作放棄地の解

消や農地の集約化を推進する公的機関です。全国的に見ても中間管理機構、まだまだ課題もある

ようですが、先般の定例会でも議論がありました経営体育成支援資金の申し込みに農地中間管理

機構の利用が条件となっているなど、農家の方にはこれからのかかわり方が非常に重要になると

考え、次の点についてお伺いいたします。 

 耕作放棄地が増加傾向にある中で、町内の耕作放棄地、遊休地の推移と町内農家または農業法

人等の農地中間管理機構の利用実績について答弁をお願いいたします。 

 また、農業後継者の育成や農地を守るために、現在地域を支えている担い手農家の農地集約化

が課題の一つと考えます。町内における圃場整備の現状、また、今後の見通しなど、農地集約化

の課題と取り組みについてのご答弁をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 
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〇町長（工藤祐直君） それでは、久保利樹議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、最初の農地の現状についての耕作放棄地、また遊休地の推移についてのご質問でありま

すが、農林業センサスの調査結果によりますと、当町における耕作放棄地、遊休地の面積は、直

近で平成17年の調査においては486ヘクタールであったものが、10年後の平成27年の調査では

654ヘクタールとなっております。10年間で168ヘクタール拡大している状況にございます。 

 なお、平成27年における耕地面積は3,660ヘクタールで、耕作放棄地、遊休地が農地全体に占

める割合は約15％となっております。 

 次に、農地中間管理機構の利用実績についてお答え申し上げます。 

 農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手農用地利用の集積集約化を推進する

ため、平成26年３月にあおもり農林業支援センターが中間的受け皿となる組織である青森県農地

中間管理機構として青森県知事から認可され、平成26年４月から、農地を貸したいという農家か

ら農地を借り受け、農地の集積集約をして経営規模拡大を希望する担い手へ農地を貸し付ける農

地中間管理事業を行っております。 

 当町における機構の利用実績でございますが、ことしの８月現在までの状況ですが、農地の借

り受け希望者は26名となっております。貸し出し希望者は29名で、約10ヘクタールの農地が貸し

出し希望地として農地中間管理機構に登録されております。これまでに貸し出し希望者17名分の

約９ヘクタールの農地が、８名の借り受け希望者に10年間の貸し出し期間で貸し出しされること

となっております。 

 次に、２点目の農地集約化の問題と取り組みについてお答え申し上げます。 

 農業者の減少に歯どめをかけるため、担い手農家の農地集約化が課題の一つであると考える

が、その取り組みの現状と今後の見通しについてというご質問でございます。 

 議員ご提言のとおり、担い手農家への農地集約化は農業者の減少に歯どめをかけるための有効

策の一つであると考えております。米の価格低迷と農業者の高齢化、後継者不足が深刻な生産現

場では、農地の集約と大規模化が急務とされていますが、条件の悪い農地は担い手農家にも敬遠

され、借り手がつかず、何もしなければ耕作放棄地になりかねません。 

 水田の場合、昭和初期に多くの地域で１区画が１反歩の区画で整備されました。しかし、その

後、大型機械化が進んだ現在では、道路幅も狭く小さな区画では作業効率が悪いことから、地域

農業者の熱意のもと、圃場整備事業に取り組んでおります。これまでに白山地区を初め剣吉、福

田上、片岸、高橋、地引地区の合わせて６地区約263ヘクタールの水田を、大区画化を中心とし

た区画整理、道路や用排水路、ポンプ場などの施設が完成しており、現在は小泉地区25ヘクター
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ルを平成32年度までの事業展開で実施しております。 

 ご承知のとおり、圃場整備事業は、圃場の区画整理と用排水路、農道などを一体的に整備する

とともに、換地を効果的に取り入れ、零細で分散していた農地を集団化することで効率的な営農

ができることを目的とするものであります。現在、虎渡・相内地区の約49ヘクタールと上名久井

地区の約76ヘクタールの圃場について、それぞれ受益者の方々が営農活動の存続に危機感を持

ち、圃場整備事業の必要性を考え、事業実現に向けての活動をしております。圃場整備事業は受

益者の申請により一定区域内の全てを区画整理するものであるため、その区域内の関係権利者全

員の同意が必須条件となります。 

 なお、先ほど答弁で申し上げました農地中間管理機構の実績約９ヘクタールのうち、地引地区

の水田が約６ヘクタールとなっており、契約成立の約３分の２を占めております。また、小泉地

区におきましても農地集積促進事業により農地の集約化を図ることとしております。 

 このことから、町としましても担い手農家への農地集約化のためには圃場整備事業は不可欠で

あると認識しており、これまでと同様に事業の勉強会や説明会の開催など、事業実現に向けて地

元との連携を図っていきたいと考えてございます。現在進めている小泉地区、それと虎渡・相内

地区も今後、圃場整備を実施したいということで、一時、進めるということで役員の方々が役場

に来ていただきました。町のほうも何とか実現できるようにと思っておりましたが、その後、も

う少し時間をいただきたいということで、今はその後の進捗は聞いていない状況でございます

が、もしやるとなれば町のほうも負担を出しながら応援していきたいと思っております。 

 また、上名久井地区、１工区でございますが、これも長年検討されてきております。なかなか

権利者、役員の中で、まだ事業着手までには難しいということもお聞きしておりますが、私も１

工区の関係者の方々とも話をしたときに、やはり整備可能になれば農道、道路の整備も一緒にで

きますので、名川中学校側のほうからいわゆる高瀬上川原、そして赤石につながる道路に直接持

っていけるのではないかなと。そしてまた、本線から上名久井、高瀬地区に道路、指導等して、

沿線としてこれも可能になってくるということで、何とか町としても整備に着工するようにでき

ないかという話をしておりますが。最終的にはあくまでもその工区の地権者の方々の決定という

ことになってきますので、何とか、役員の方々も非常に厳しい問題もあろうかと思います。特に

１工区、地権者が非常に多いと。ということは、１人当たりの作付面積が非常に少ないという問

題もあるようでございます。 

 １つ参考的に、福地地区においては片岸地区、高橋地区、地引地区等々同じ工区にあるわけで

ございますけれども、積極的に話がまとまった地区、そこは先行的に分けて圃場整備を実施して
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きたところもございます。話がその当時まとまらなかったところは工事のほうには着手がまだで

きないでいるわけでございますけれども、20ヘクタール以上ということでまとまれば県営事業で

やれますので、どうしても無理な場合にはそういうやり方もあるということを紹介させていただ

いて、できれば一度にできるのが一番いいのではないかなと、こう思っております。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありますか。久保利樹君。 

 

〇２番（久保利樹君） ご答弁いただき、ありがとうございました。 

 どうしても圃場整備というのは地権者の方の発信というか、まず賛同がなければ進められない

事業でありますので、そういった中で、町長の答弁の中で、整備が進められる場合は町も協力し

ていただけるという答弁をいただき、本当にありがとうございました。 

 再質問としまして、耕作放棄地、遊休地の推移の中で、実は耕作放棄地というのは、皆さんイ

メージされているのはもう木が生い茂って再生不可能というようなものをイメージしがちなん

ですけれども、実は１年間放ったらかしになっていると既に耕作放棄地と呼ばれることになって

いまして、そういった中で復旧困難、例えば人も入れない、木も生い茂っているというような場

合の農地というのが、地目変更等もなくそういう農地のままになっているというのが全体の何％

ぐらいあるのかというのが、もしわかりましたらでよろしいのでお願いいたします。 

 あと、圃場整備、集約化の課題と取り組みについてですが、質問の中でも少し触れましたが、

これから政府の補助金等を農家の方が希望していく場合に、どうしても管理機構というのが１つ

のキーワードになってくると考えています。そういった中で、農家の方が借りやすい状況、要は

圃場整備とか農道の整備といいますか、どうしても現状的に、山間部に多く見られるんですけれ

ども、例えば農地を守っていた農家の方が高齢化や後継者不足で農地をもう維持することができ

ないというふうになった場合に、次の担い手の農家さんも、やっぱり農地が余っている状態です

ので条件がいいところしか借り受けできない。要はコストもかかってしまいますし。そういった

中で、圃場整備、農地整備が非常に大事だと考えております。そういった中で、農地集約化の課

題の……。 

 済みません、１つ目の耕作放棄地のほうだけ先に再質問でお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 農業委員会事務局長。 
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〇農業委員会事務局長（佐々木 大君） 今のご質問に対して、大体作付できない割合に関して

は、先ほど答弁の中でも15％という割合を申し上げましたが、約10％が手をつけられないという

ような現状になっております。よって、今年度は、昨年度末に、皆様にもお示ししたとおり、農

地利用最適化推進委員の方々が任命されておりますので、その方々が今年度、詳しくは８月から

でありますが、14人の方が７班編成で７地区に分かれて、それを再度見直しを図るという作業に

当たっております。ですから、少しずつですが減ってはきているものと思われます。 

 以上です。 

 

〇議長（馬場又彦君） 農林課長。 

 

〇農林課長（東野成人君） 久保利樹議員のご質問の最初のほうの耕作放棄地と遊休地の面積で

ございますけれども、耕作放棄地はご存じのとおり、１年以上作付できなくて再び耕作する意思

のない土地ということになっております。それから、遊休農地につきましては、これも過去１年

間、作付の状態となっていない土地ということで、耕作放棄地、遊休地、非常に基準があいまい

でございまして、耕作放棄地と遊休地の区別というのは把握していないのが現状でございます。 

 それから、山間部における農地中間管理機構の貸し借りでございますが、当町は非常に樹園地

が多く、農地の集約等ができないことで、非常に、中間管理機構の農地の貸し借りが成立しない

というのが数多くございます。 

 圃場整備に関しては、区画整理等によりまして大分農地の貸し借りができやすい状態になって

おります。町といたしましても、町の若手の農家の夢という組織、昨年立ち上げましたけれども、

そちらのほうも紹介しながら、農地の中間管理機構を貸し入れた若手の農家だけで農地を経営す

るというような考えもこれから進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 

〇議長（馬場又彦君） ほかに質問ありますか。久保利樹君。 

 

〇２番（久保利樹君） 答弁ありがとうございました。 

 やはり全国的に見ても耕作放棄地の増加というのは非常に進んでいるんだなという認識であ

ります。そういった中で、政府のほうで耕作放棄地再生利用緊急対策交付金というのがありまし

て、耕作放棄地の再生や、再生だけではなく用排水の整備、農道整備、区画整理、または鳥害獣
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の防除等、さまざま、幅広い範囲で利用できる資金があるんですけれども、私調べた範囲ではこ

れの時期が平成30年度までという緊急の対策なんですけれども、これからの農地を守っていくに

当たって、この資金について30年以降、なかなか、まだ２年以上ありますので難しいかとは思い

ますけれども、何か続いていくとか見通し等、もし情報がありましたらご答弁をお願いいたしま

す。 

 また、本日、傍聴席にもいらしている中学生のような若い方々にも農業という１つの職業を選

択肢に持っていただくような施策等をこれからも続けていただきますようにお願い申し上げま

して、最後の質問といたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 農林課長。 

 

〇農林課長（東野成人君） 先ほどの耕作放棄地の交付金でございますが、平成30年までという

ことになっておりますが、現在のところ、それ以降、継続するとかというのはまだ発表されてい

なく、情報も得ておりません。しかしながら、ほとんどの事業につきましてはＴＰＰ関連とかの

関係もございますので、今後、これからの通常国会でも議論されるところでございますので、そ

の中で継続はされるものと思っております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで久保利樹君の質問を終わります。 

 続きまして、16番、川守田 稔君の質問を許します。 

（16番 川守田 稔君 登壇） 

 

〇16番（川守田 稔君） おはようございます。 

 私は、健康寿命ということについて質問させていただきたいと思います。 

 昨今、「健康寿命」ということが頻繁に言われるようになりました。寿命ということについて、

命ということについて、単に長寿であるとか短命であるとか、そういった病的なこととしてとら

えがちなこのごろの風潮に対して、質的な側面で命を考えるようになった風潮というのは私は非

常によろしいことだと、よい傾向だと考えます。ですが、そういう観念が持ち込まれるように、

そういうふうな考え方をするようになると避けて通れない当然のこととして、いわゆる高齢者と

呼ばれる方々のついの瞬間に向けての生活がどのようなものであるべきかという課題に直面せ
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ざるを得ないと考えます。 

 町長もよく「健康寿命」という言葉を口になさるようになったように感じます。ご関心がある

ものとご推察いたします。それを前提に質問をいたすわけですが、いわゆる高齢者という年齢範

囲になって、一人で用がなせる、そういった期間があります。その後に補助が必要であったり介

護が必要になったり、いろいろなステージを経てついの瞬間へと向かうわけですが、あらゆる、

いろんなステージの場面において、やはりそれぞれの対応の仕方ですとか心の持ちようのような

ものを事細かに検討しなくてはならないという作業が発生すると思います。 

 まず最初に、家族という触れ合いがあって、親しい友人があって、知人があって、ご近所づき

合いというのもあるのかもしれません。広い意味での人間関係であります。そのほかに、民間で

すとか、高齢であっても介護施設等の存在もあります。そういった状況の中で、行政というのは

どのような考え方に立ってどのように町民と向き合うべきなのかということをよく考えます。町

はどのように向き合うべきなのでしょうか、ご所見をお伺いします。 

 さらに、お尋ねします。なぜ人は長生きしなくてはならないのでしょうか。なぜ短命であるこ

とは恥であって、汚名なのでしょうか。こういったことは極めて個人的な問題であって、このこ

とにかかわる範囲としましては、家族であったり親しい友人であったり、大体その辺の人間関係

に収束されるべき問題だと考えるのですが、このごろはちょっと違うように思います。 

 このような根本的なことを合理的に認識することから始めないと、その次のステージである健

康長寿であるとかクオリティー・オブ・ライフ、「命の質」と訳すのでしょうか、「人生の質」

と訳すのでしょうか、いろいろ考え方はあると思うんですが、そういったことに対して取り組む

スタートはできないと私は考えます。 

 それはなぜかと言うと、例えば県の「短命県汚名返上」というフレーズがあります。そういっ

たことというのは、マスコミも巻き込んでちょっとしたイベント的な状態になっているんです

が、ですが、他方、健康寿命を考えるスタンスとしては、必ずしも同じ方向を向いているとは考

えられないからであります。仮にそれらを同時進行で取り組むとすれば、町はどのような立ち位

置を定める必要があるのでしょうか。総合窓口を１つ設けることで用は足りるのでしょうか。 

 以上のことを踏まえ、町当局が考える健康寿命、クオリティー・オブ・ライフ、そういうこと

を定義していただきたいと思います。生活の質ですとかクオリティー・オブ・ライフということ

は何も高齢者に限った考え方ではないかと考えますが、今回は高齢者に限ったものとしてお伺い

いたします。 

 あわせて、当町の健康寿命、健康である期間の実態と不健康期間、その実態をお知らせいただ
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ければ幸いであります。 

 答弁、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、川守田 稔議員のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、健康寿命についてでございますが、「日常生活に制限がなく自立的な生活を送れる期間」

のことであり、平均寿命と健康寿命との差が、日常生活に制限があるいわゆる「不健康な期間」

と言われております。 

 将来におきましては、平均寿命の延伸に伴いまして、健康寿命との差が拡大するにつれ、医療

費や介護給付費などを多く支出する期間がさらに増大することが予想されております。このこと

から、疾病予防や健康増進、介護予防、生きがいづくりなどによりまして、平均寿命と健康寿命

の差を短縮することを図り、個人の生活の質の低下を防ぎながら社会保障の負担を軽減するとい

うことが期待されているところであります。 

 次に、ＱＯＬ、略してＱＯＬ、クオリティー・オブ・ライフについてでございますが、一般的

に一人ひとりの人生の内容の質や社会的に見た生活の質のことを示しておりまして、それぞれの

人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているかということ

を尺度としてとらえる概念でございます。 

 当町におきましては、健康寿命を延ばし、町民が安心して地域に住み続けるためには、議員ご

指摘のとおり、ＱＯＬの向上、つまり生活の質の向上をいかに図っていくかが特に重要な要素で

あると認識しております。 

 続きまして、当町の健康寿命の実態と不健康期間の実態についてでありますが、判明している

最新の平成22年における数値でございますが、当町の平均寿命は男性が77.5歳、女性が84.5歳と

なっており、国の平均値と比較しますと男性は2.1歳、女性は1.5歳それぞれ下回っております。

一方、当町の健康寿命についてですが、青森県国民健康保険団体連合会が公表しております平成

22年の国保データベースによりますと、男性が64.0歳、女性が66.1歳となっており、国の平均値

と比較しますと男性は1.2歳、女性は0.7歳それぞれ下回っております。これらのことから、当町

の不健康期間は男性が13.5歳、女性が18.8歳という状況となっております。 

 当町では、町民の健康寿命の延伸と生活の質の向上を図るため、あらゆる世代が健康的な生活
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習慣を身につけ、地域が協力し合って地域全体で健康づくりを進めていくことが重要であり、保

健・医療・福祉・介護サービスが必要なときに総合的かつ一体的に提供される地域包括ケアを推

進していくとともに、乳幼児から高齢者までの生涯を通じた保健・医療・福祉に関する支援をさ

らに充実させてまいりたいと考えております。 

 当町におきましては、昨年度策定しました健康戦略事業計画や国民健康保険保健事業実施計画

に基づきまして、特定健康診査や介護給付費のデータ等の分析を活用しながら町の健康課題を見

きわめ、健診受診率の向上や糖尿病対策などの各種施策についてより効果的・効率的に取り組む

こととしております。 

 また、当町の平成27年度における要介護認定率は19.3％となっており、介護給付費も年々増加

傾向にありますので、高齢者が介護状態に陥ることを予防し、できるだけ自立した生活が送れる

よう介護予防事業の充実を図ることで健康寿命の延伸を目指したいと考えております。 

 このほか、高齢者の生きがいづくり事業としてまべち笑楽校を開校してしてございます。また、

多様な学習ニーズに対応するため、各種講座・教室などを開催し、自己の啓発・向上を図り、生

きがいのある人生と豊かで住みよい地域づくりを目指してまいりたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありますか。川守田 稔君。 

 

〇16番（川守田 稔君） ご答弁ありがとうございました。 

 とりたてて健康寿命ということに対して思い入れがあるわけではないのかなという印象なん

ですけれども、私自身、よくわからないところもありますので個人的な意見は余り述べたくはな

いんですけれども、１つちょっと何かおかしいなと思うのは、短命県返上ということがひとり歩

きするようになって、最初の質問でも申しましたけれども、そういう個人に収束するような問題

を何で県が汚名返上だと。何で短命であることが恥なのか、汚名なのかというところがじくじた

る思いがありまして、その対極として健康寿命ということを一応用意した次第だったんですが。

結局は相反することなわけですからなかなか同時進行というのは難しくて、短命県であるという

汚名を負っている青森県であればそちらのほうを返上するのが最優先課題であって、余りそうい

ったことに手を回す余裕はないのかなと思うのですけれども、ただ、それはそれで行政の事情で

あって、例えば在宅で介護なさっている家族の方にしてみれば、例えば施設に預けていらっしゃ

る家族の方にしてみれば、また別な視点というものが優先的に発生するのはこれは皆さんよくお
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わかりのことだと思うんです。ですから、そういった行政と現場、家族、現場、本人、そういっ

たところの乖離している部分を何とか行政として埋める役割はできないものなのかなと、そうい

うふうな視点を行政が持ったらどんなに家族が楽になるのかとか、気持ちが救われるのかとか、

そういったことを考えたものですからこういった質問をさせていただきました。 

 遅かれ早かれ、親が老いて死んでいくというのが誰にでも回ってくるケースであります。そう

いったときに、やはり親の人生を共有する息子とか娘とか、そういった者がやはりつじつまの合

うような、そういったついの瞬間を迎えられるような環境を行政がどういうふうに手助けしてあ

げられるのかなと、そういったことが多分一番大事なことなような気が私はしてならないんです

よ。その上で、短命であるんだったらどこが悪いんだと開き直るぐらいの気持ちがあってしかり

かと思うんですが。非常に異端な意見かとも思いますので、こういう意見もあるんだよというと

ころでお聞きいただければ幸いであります。 

 終わります。 

 

〇議長（馬場又彦君） いいですか。 

 これで川守田 稔君の質問を終わります。 

 続きまして、８番、八木田憲司君の質問を許します。８番、八木田憲司君。 

（８番 八木田憲司君 登壇） 

 

〇８番（八木田憲司君） お昼近いですけれども、おはようございます。 

 中学生の皆さんには、本日傍聴いただきまして大変ありがとうございます。歓迎申し上げます

ので、私たちのふだんの議会の様子を参考にこれからも勉強していただければと思っておりま

す。 

 まず、質問をする前に、今回の台風10号の直撃により収穫前の農産物などの被害に遭われまし

た皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の台風による影響の中では、住宅への浸水被害がな

かったことが不幸中の幸いと言えると思っております。ここ数年間は馬淵川への工事予算が手厚

く配分され、河川掘削工事などの改修工事が進んだことが今回の洪水被害の抑制につながったの

ではないかと私個人的に考えております。 

 工藤町長が会長を務めております馬淵川と共に生きる期成同盟会による国・県への要望・陳情

により、これまでの河川改修工事が順調に進んできたものと思います。私たち南部町議会といた

しましても、洪水による被害を少しでも防ぐためにこれからも工藤町長とともに国・県への要望
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活動を強めてまいりたいと思っております。 

 それでは、通告しておりました子ども医療費助成につきまして質問させていただきます。 

 本日は傍聴席に中学生の皆さんが来ておりますので、少し子ども医療費助成について説明させ

ていただきますが、医療費の個人負担、社会保険、国保によりますが２割、３割の負担を個人が

負担しております。これを町がかわって助成して個人負担をなくするという制度で実施しており

ます。 

 きのうの中舘議員からの一般質問で、まち・ひと・しごと創生総合戦略の質問に対しまして、

工藤町長から、子ども医療費助成に地方創生による交付金を充当しているとのご答弁がありまし

たが、私の質問と重なるところがありましたので大変参考になりました。 

 ３月に策定されました南部町創生総合戦略の中に重点プロジェクトがあり、その中にちいき子

育て支援プロジェクトという項目があります。その中には、子育てにおける経済的負担の軽減を

図ると記されておりますが、その中をご紹介申し上げますと、中学生以下の子ども医療費無料化

の継続、小・中学生の給食費の無料化の継続、若者向けの住宅環境を整備すると３つ挙げられて

おります。 

 その中の今回の質問で私が取り上げております医療費無料化の継続という部分についてです

が、この３点どれも、子育てをしている保護者にとりましては経済的負担を少なくするための事

業として大変よい策だと私も思っております。 

 しかしながら、中学生以下の子ども医療費無料化につきましては、保護者の所得制限限度額を

超えることにより受給資格証をもらえない子供がおります。病院の料金を支払う際に、助成の対

象にならない子供、保護者の方が所得制限に対して不公平を感じることがあると思われます。所

得制限を設けることにより今現在実施している医療費無料化の魅力が半減しているのではない

かと思い、今回の一般質問に取り上げさせていただきました。 

 質問の要旨といたしまして次の４点につきお伺いいたします。 

 （１）子ども医療費無料化の対象人数と助成額を年代別に示してください。 

 （２）子ども医療費無料化を所得制限により助成されなかった方の対象人数と金額を年代別に

示してください。 

 この２点につきましては、平成27年度の医療費無料化の現状の把握のためにお伺いいたしま

す。 

 次に、（３）現在、南部町で実施している窓口負担の無料化、いわゆる現物給付制度により、

安易に病院に行くコンビニ受診を誘発し医療費増加の一因となっているとして、国民健康保険の
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国庫負担金を減額されておりますが、全国では減額されている自治体は約1,400自治体あると言

われております。そして、減額の規模は約115億と言われておりますが、南部町の平成27年度の

減額分を示していただきたいと思います。 

 （４）国では小学校入学前までを対象とした助成に対して補助金減額を廃止する方向で検討し

ているが、減額措置廃止に伴って浮いた国からの補助金を利用して、子ども医療費助成の所得制

限をなくすることはできないものかお伺いいたします。 

 以上、４点につき町長のご答弁、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、八木田憲司議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 ご質問の内容が、子ども医療費となってございますが、ゼロ歳から中学生までの子供の医療費

の助成に関しましてご説明を申し上げたいと思います。先ほど、答弁する前に、きょうは傍聴席、

中学生職場体験ということで議会の傍聴なわけですが、議員もおっしゃっておりました。非常に

直接、皆さんと関係ある年代の今、質問と答弁になりますし、また、皆さんが南部町に住んで結

婚し、大人になった場合、自分たちの子供を自分たちが今度医療費を払う、自分で親として給食

費を払っていくときに、直接、関係してくる質問でもございますので、きょうは話を、答弁をち

ゃんと聞きながら少し勉強してもらいたいと思います。 

 当町では、医療費の助成制度として、県の乳幼児はつらつ育成事業実施要綱に基づきまして、

小学校就学前の児童を対象とした乳幼児医療費給付事業を実施しております。また、平成24年度

からは小・中学生を対象とした子ども医療費給付事業を実施しております。このほか、ひとり親

家庭の児童が高校を卒業するまでの期間、医療費を助成するひとり親家庭等医療費給付事業を実

施しているところであります。いずれの助成制度につきましても、平成27年８月から、医療機関

に受給資格証を提示するだけで医療費の助成を受けることのできるいわゆる現物給付を行って

ございます。今までは、窓口で一旦現金を支払いをし、領収書をもらって役場のほうに届けて、

その後、後で現金が戻されるという仕組みでしたが、今は病院の窓口で現金を払わなくてもいい、

南部町の子供たちは窓口で支払いをしなくてもいいと、そういうサービスの提供を行っておりま

す。 

 議員ご質問の子ども医療費の無償化につきましては、医療機関の窓口での負担の無償化、つま
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り先ほど申し上げました現物給付のことを示していると思われますので、現物給付という表現で

ご説明を申し上げます。 

 初めに、１点目の子ども医療費の無償化の年代別の対象人数と助成額、つまり、子ども医療費

現物給付の年代別の対象人数と助成額についてでございますが、現物給付実施前の一旦窓口で医

療費を払う償還払いの期間を含めまして、平成27年度におきましては、乳幼児、ゼロ歳から小学

校就学前の子供が対象でございますが、総数が679人、そのうち対象者が519人、助成額が1,808万

約7,000円。この対象者と総数の差額が、乳幼児、所得制限がかかっておりますので、実質的な

対象者が519人、これを１人平均で金額を計算してみますと３万4,850円程度、乳幼児。 

 小学生でございます。総数が739名、そのうち対象者数が466名、助成額が1,156万4,000円ほど。

１人平均、額にしますと２万約4,800円。中学生でございますが、総数462名、対象者数260名、

助成額450万8,500円ほどとなってございます。中学生になりますと１人平均１万7,340円程度と

いうことで、この数字、幼児の額が大きくなって、次が小学生で少し減ってきて、中学生になっ

てくると減っていくという状況となってございます。 

 この３つを合わせますと合計約3,415万円ほどとなります。 

 また、ひとり親家庭等医療費給付事業につきましては、ゼロ歳から高校生までの子供と親の平

成27年度の対象人数と助成額の合計の数値のみになりますが、子供につきましては総数366人、

助成額740万円、親につきましては総数243人、助成額425万円ほどどなっております。先ほど言

いましたが、幼児からひとり親含めますと、合計が大体4,500万強と、こういう金額になってま

いります。 

 次に、２点目の所得制限により助成されなかった人数につきましては、平成27年度、乳幼児は

160人でございます。小学生は273名でございます。中学生が202名でございます。これは県・国

のほうで決まっております一定の所得以上の方は対象にならないという、そういう制度でござい

ます。 

 また、ひとり親家庭等医療費給付事業において所得制限により助成されなかった子供につきま

しては、次に乳幼児医療費給付事業または子ども医療費給付事業において助成の対象または対象

外の判断をすることになりますので、ひとり親家庭等医療費給付事業における所得制限で助成さ

れなかった対象はゼロ……。先ほど私、逆に申し上げました。２点目の所得制限されなかった部

分の……、大丈夫ですね。総数は先ほどの数字、そして、所得制限によって最終的に助成されな

かった子供の対象人数はゼロというふうになっております。 

 なお、所得制限によりまして助成されなかった子供の医療費につきましては、社会保険加入者
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分、つまり、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険加入分、つまり青森県国民健康保険団

体連合会から医療費に関する通知等がございませんので、調査不能となってございます。医療費

についてお示しできませんことをご了承いただきたいと思います。助成された部分だけ来ますの

で、いわゆる所得制限で助成外の方々の当然、請求は来ませんので、そのデータがないという意

味でございます。 

 ただ、あくまでもこれは独自で推計した推計値になります。誤差はあると思いますがお許しい

ただきます。平成27年度の１人当たりの平均助成額、いわゆる助成額を対象人数で割った額。先

ほど幼児、小学生、中学生、３つの３万4,000円、２万4,000円、１万7,000円という平均を出し

ました。この平均値から出した場合の数字を申し述べたいと思います。 

 乳幼児は557万約6,000円でございます。これを平均を出しまして160人、これに先ほどの平均

値３万4,000円を掛けました。小学生の場合は667万7,000円、これに平均値を掛けて対象になら

なかった人数を出し、中学生も350万2,000円、この平均を出して人数を掛けたのが合わせて

1,585万約4,000円となります。27年度の所得制限により助成されなかった医療費の助成額は約

1,585万円になるものと、あくまでもこれはこちらの数値、計算した数値でございます。 

 続いて、３点目の窓口負担の無料化、つまり、現物給付による国からの補助金の減額について

でございますが、国民健康保険につきまして地方自治体が地方単独事業で医療費助成の現物給付

を行った場合、医療費を受けやすくなり医療費の増大を招くことになるため、国庫支出金が減額

されるものでございます。該当する国庫支出金は国民健康保険の療養給付費等負担金及び財政調

整交付金でございます。これは、現物給付、いわゆる窓口でお金を払わなくてもいい、ゆえに行

きやすい、そのことによって病院に行く回数がふえるのではないか。そういうことから、いわゆ

る逆に医療費が上がっていく、だから少し抑制したいという国の考えなわけであります。そうい

う現物給付、窓口で支払いしなくてもいいという事業を行っている町、いわゆる南部町、こうい

うところからは、減額措置の廃止または継続について、同じようにしていくのか、それとも廃止

をするのか、ここを今、検討してございます。南部町は現物給付を行っておりますので、今のま

までいくと減額されてきております。 

 その額でございますが、27年度現物給付実施に伴う減額分は、療養給付費等負担金が37万約

9,000円、財政調整交付金が17万4,000円、合わせて55万約3,000円が、現物給付を実施したこと

によりまして減額されております。これは、減額されている部分は国保の一部の部分でございま

すので、全体というよりは国保の部分の減額分が対象になりますので、この額になるということ

でございます。 
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 最後に、４点目に補助金の減額措置が廃止された場合、浮いた補助金を利用して子供の医療費

の所得制限をなくすることができないかという質問でございます。現物給付の実施に伴う国庫支

出金の減額措置は国民健康保険特別会計に限られるものでございます。国民健康保険加入者は平

成28年３月31日現在で5,876人で全町民の30.6％となっております。さらに、このうち、子供の

医療費の対象者であるゼロ歳から中学生までの人数は393名で国保加入者全体の6.7％となって

おり、子供の医療費に関して見れば、先ほど申し上げました非常に限定的な数字になってまいり

ます。 

 一般会計で実施している乳幼児医療費給付事業及びひとり親家庭等医療費給付事業は県の補

助事業であり、所得制限がございます。小・中学生を対象とした子ども医療費給付事業は町の単

独事業でございますが、県のこれら補助事業に倣いまして所得制限を設けているところでござい

ます。 

 最後に、議員ご質問の所得制限をなくするということについては、先ほど説明申し上げました

が、八木田議員のご質問は、その減額されている部分、約55万、この額が国が減額制度を廃止す

ることによって55万が町に入ってくる、減額されないで。その分で所得制限をかけている中学生

までの医療費を所得制限かけないでできないかという質問だと思います。一番いいのは、それで

ペイになるのが一番町からすればいいわけですが、先ほど申し上げました推計して計算すると、

所得制限をかけなかった場合、さらに1,585万ほどが町の負担になると。それに対して、減額さ

れなかったとしても、55万でございますので、1,530万がふえるということになりますので、現

在も財政をやりくりしながら何とか安定財源を図ってございますが、ご存じのように、平成28年

度から交付税２億8,000万ほどですか、減額されております。国から来ている交付税が３億弱減

ってきておりますので、その中でやりくりをしなければならないと、こういうこともございます

ので、財政担当等とも十分に協議をしながら、慎重に、始めた場合はこれは１年で終わる２年で

終わるというわけにはいかないと思っておりますので、恒久的にできる体制、これがいつの体制

でできるか、こういう部分もしっかりと見きわめて判断をしてまいりたいと、こう思っておりま

す。 

 以上です。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありますか。八木田憲司君。 

 

〇８番（八木田憲司君） 細かい答弁で内容をご説明いただきまして、大変ありがとうございま
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した。 

 私の３番目の質問といたしまして、減額されている金額55万、この金額に関しましては私、質

問を考える時点ではもっとあるのかなという予想のもとに質問をさせていただきましたけれど

も、聞いてみたところ55万と。差額1,500万ぐらいはまたこの制度を、所得制限をなくすること

によってかかってくるのだということが現在わかりましたけれども。先ほどの１回目の質問の中

でも取り上げておりますけれども、保護者の経済的負担を軽減するという、その中に若者の住宅

の環境整備と、これは現在、剣吉中跡地を整備しながら若い人たちに定住を促進していくという

目的で進んでいるかと思っております。そういう中で、私、予算のほうは別といたしましても、

この所得制限というものが、せっかく南部町で実施しているこの子ども医療無料化が結果的には

魅力が薄れていく。それとともに、南部町の魅力といいますか、定住してみたいという気持ちも

なくなっていくんじゃないかと。 

 私、青森県内の所得制限を撤廃してなくしている自治体を調べてみたところ、40市町村の中で

21市町村、現在もやっております。半分ですけれども。その中でも、ただ幼児に限るとか就学前

に限るとか15歳未満、中には１自体が18歳未満まで所得制限撤廃、なしの無料化を実施している

ところがあります。実施している内容は多少違いますけれども、およそ県内では半分近くがもう

所得制限をなくしている状態でございます。そして、近隣市町村で見ますとおいらせ町と新郷村、

これが15歳未満の子供に対して所得制限をなくして実施しております。 

 私やっぱり、これは過度な補助金、サービスはちょっと避けなければならないという部分もあ

りますが、やはり近隣町村との比較をされたときに、南部町の魅力を発信するためにも、医療費

無料はぜひ撤廃の方向で、所得制限を撤廃の方向でできれば進めて、予算に関しましては、町長

先ほども答弁で言われましたが、恒久的な措置をするための予算措置というのは大変やっぱり重

要で、給食費の無料化のときもそうでしたが英断していただき無料化に進んでいただきました。

これとともに、やっぱり医療費に関しても所得制限撤廃をぜひこれから検討いただき、進めて実

現させていただければと思っております。もし答弁、つけ加えることがあればお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 今、所得制限がない市町村も半分近くあるということで、一番やりやす

い自治体からすると人口が少ないところ、子供の人数が少ないところは非常に早く、やりやすい

わけです。総体の金額を見ても、村の、町の財政に影響がそんなにないところは条件がよくなっ
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ております。おいらせさんのところみたいに、私どもより若干多い町は金額も負担が大きくなる

わけですが。医療費、学校給食費の話も先ほど、八木田議員さんも若干触れていました。 

 １つだけ見るとうちの町よりいい、そういうところはいろいろあるでしょう。しからば、その

所得制限をかけていない町が学校給食費約6,500万ほどですか、700万ほど、毎年かかっておりま

す。そういうサービスは、じゃあそこは同じにやっていますか。なかなかやれないんです。うち

でも7,000万ほどなわけですから。ですから、１つだけの判断でいくとそういうふうに誰でもが

お金がかからないほうがいいわけですのでそういう考えを持つと思いますが、そのほかに学校給

食費全員分の無償化をしていると、こういう部分もご理解をいただきながら、無理に医療費のほ

うを所得制限をしない。じゃあ町の負担が多くなるから、じゃあ学校給食費の部分を今度幾らか

負担いただきますよと。やはりそういうやり方もしていかないと、要望に対することによって全

て町がどんどんどんどんお金を出していかなければならない、そういう事態になってきますの

で、そこはひとつバランスも考えながら、県のほうも国のほうもゼロ歳から小学生の部分、また

ひとり親の部分、こういう部分においても所得制限を設けているわけです。ですから、逆のほう

では、県のほうもそういう所得制限を設けない、こういうふうになっていくと40市町村同じやり

方でいくと思いますけれども。 

 今すぐここで、ここでと言いますか、近々に判断するということでもないので、ただ、十分検

討はさせていただきますが、今回、質問をいただいて私もいろいろな部分で勉強しました。そう

いう部分で、全体的な南部町の支援、他町村に比べてどうなのか、完全におくれているのか、進

んでいるのか、そういう部分も見きわめていただきながら、最終的には予算的に大丈夫だという

のが第一になってきますので、先ほど申し上げた、今、５年間、毎年２億七、八千万、交付税が

合併10年たって減らされていくときに、ふやすご要望でありますのでちょっと厳しい部分がある

なと思っております。ただ、いろいろな部分で、何かを削減する、そういうことを努力していく

ことによって収入を確保できるようになることもあると思いますので、しないというのではあり

ません。ただ、時期的に少し今は検討させていただきたいと、こういうことでございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） ほかに質問ありますか。いいですか。 

 これで八木田憲司君の質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 
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◎散会の宣告 

 

〇議長（馬場又彦君） これをもちまして本日の日程は全部終了しました。 

 なお、９月７日は午前10時から本会議を再開します。 

 本日はこれで散会します。 

 ご協力、まことにありがとうございました。 

（午前11時20分） 
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第 １ 報告第13号 青森県新産業都市建設事業団の決算報告について  

第 ２ 報告第14号 平成27年度南部町財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報

告について 

第 ３ 議案第59号 平成27年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 議案第60号 平成27年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 議案第61号 平成27年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

第 ６ 議案第62号 平成27年度南部町ボートピア交付金事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

第 ７ 議案第63号 平成27年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ８ 議案第64号 平成27年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ９ 議案第65号 平成27年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 10 議案第66号 平成27年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 11 議案第67号 平成27年度南部町病院事業会計決算認定について 

第 12 議案第68号 平成27年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 13 議案第69号 平成27年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 14 議案第70号 平成27年度南部町営地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

第 15 議案第71号 平成27年度南部町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

第 16 議案第72号 平成27年度南部町大字上名久井財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 17 議案第73号 平成27年度南部町大字平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 18 議案第74号 平成27年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計歳入歳出決算認定

について 

第 19 議案第75号 平成27年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

第 20 議案第76号 平成27年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 
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第 21 議案第77号 平成27年度南部町名久井岳財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 22 議案第78号 工事請負契約の一部を変更する契約の締結について（名久井小学校校舎大

規模改修工事） 

第 23 議案第79号 南部町立児童館条例の一部を改正する条例の制定について 

第 24 議案第80号 平成28年度南部町一般会計補正予算（第２号） 

第 25 議案第81号 平成28年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
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第 28 議案第84号 平成28年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号） 

第 29 発議第１号 南部町歯科口腔保健の推進に関する条例の制定について 

第 30 陳情第１号 「所得税法第56条廃止を求める意見書」を国への提出を求める陳情書 

第 31 陳情第２号 道路整備に関する陳情書 

第 32 常任委員会報告 
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◎開議の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） これより第70回南部町議会定例会を再開いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎報告第13号の上程、説明、質疑 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第１、報告第13号、青森県新産業都市建設事業団の決算報告につい

てを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） おはようございます。 

説明用資料の１ページをお願いいたします。報告第13号、青森県新産業都市建設事業団の決算

報告でございます。平成27年度決算状況について、地方自治法の規定により報告するもので、決

算書から抜粋したこの資料でご説明いたします。 

構成団体は青森県と八戸市、十和田市、三沢市、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、南部

町の県と３市５町で組織されております。こちらから委託されまして、事業団が土地の取得、造

成、処分等を行う事業でございます。 

始めに特定事業会計でございます。 

（１）の収益的収入及び支出につきましては、事業を展開している場所は六戸町金矢地区にご

ざいます金矢工業用地、こちらは青森県からの委託となっております。純利益の５億4,000万の

赤字は県からの貸付金に対する返還金でございます。 

次に八戸市市川地区にございます桔梗野工業用地、こちらは八戸市からの委託となっておりま

す。純利益の8,200万のうち8,000万円は八戸市からの経営健全化支援金となっております。 

続きまして、おいらせ町洋光台地区にございます百石住宅用地、こちらは、おいらせ町からの
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委託となっております。純利益の１億600万のうち、１億円はおいらせ町からの財務改善補給金

となってございます。 

最後に八戸市北インター地区にございます八戸北インター工業用地、八戸市からの委託となっ

ております。純利益の３億5,500万は土地の売却利益となっております。 

これら４地区の当年度純利益の合計額は312万2,666円となってございます。 

続きまして（２）の資本的収入及び支出でございます。百石住宅用地の支出8,000万円につき

ましては、前年度の借入金に対します償還金、八戸北インター工業用地の支出3,221万6,400円は

現在の区画の一部を引き合いの多い小区画へ変更するための測量設計業務でございます。 

なお、金矢工業用地と桔梗野工業用地とも収入支出ともございません。 

資本的収入支出の合計額につきましては、収入はゼロ、支出は１億1,221万6,400円となってお

ります。 

なお、南部町は特定事業会計に関しての、負担はございません。 

次に、特定事業以外の事業でございます。（１）の一般管理会計につきましては、事業団の管

理運営に係る事業となっております。平成27年度の歳入は3,144万3,939円で、構成団体の負担金

と前年度繰越金が主な収入となっております。 

なお、南部町は負担金としまして、年間19万4,000円を支出しております。 

平成27年度の歳出につきましては585万425円となっております。主に、事業団運営に係る事務

費などでございます。差引額2,559万3,514円につきましては、翌年度への繰り越しとなります。 

（２）の一般事業会計でございますが、構成団体から委託され売却目標を達成した後の管理会

計となっております。八戸市河原木地区の臨海工業用地造成事業、八戸市とおいらせ町の市川地

区の市川工業用地造成事業などの環境整備費用でございます。平成27年度歳入につきましては、

１億3,702万1,742円で主に臨海事業への返還金の収入でございます。平成27年度の歳出につきま

しては１億3,693万3,000円、こちらは全て臨海事業における積立金などとなっております。差引

額８万8,742円が翌年度への繰り越しとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。11番、夏堀文孝君。 

 

○⒒番（夏堀文孝君） この新産業都市建設事業団ですけれども、構成団体がこれだけあります
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が、工業団地はもう、金矢、桔梗野、百石、北インター、限られていますけれども。入ってない。

パワー。（マイクの電源が切れた） 

 すみません。聞こえますか。じゃあ最初から申し上げます。 

 この新産業都市建設事業団ですけれども、構成団体の中にこの工業団地を持っていない町村が

入っているわけですよね。その中で負担金が発生していると。これは、具体的に言って南部町に

はこの工業団地の都市事業団に入っている成果って言いますかね。メリットっていうのは具体的

に何があるものですか。 

 

○議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） お答えいたします。こちらの建設事業団でございますが、昭和

39年３月に八戸地区として指定されております。それでこちらの方は、その構成団体から工業用

地等の分譲、販売を委託されまして、実施しているわけでございますが、南部町は合併以前の旧

福地村が加入していた模様ですけれども、実際のこちらの事業団に対しまして、福地村では土地

の分譲等は委託しておりません。 

 ただ、こちらの法律によりまして、新産業都市建設促進法というのがその39年に施行されまし

て、こちらの方を実施した場合に、地区となっているところの市町村につきましては、例えば、

教育施設とかですね、福祉施設の建設をする場合、国庫の補助金のかさ上げがあるということが

ございまして、ちょっと調べたのですけれど、杉沢の小・中学校、こちらの方がその年度に該当

になってございます。あと「ゆとりあ」も該当になっていると思われますので、大体、試算とし

ますと10パーセントから15パーセントの補助率のかさ上げがございまして、約4,000万近い補助

金のかさ上げ分を今まで福地村としてもらっていたのではないかなと。いうふうに考えておりま

す。 

 ちなみに19万4,000円というのを固定としまして、以前の負担金は定かではないのですけども、

19万4,000円を固定しまして、今まで昭和40年から支出した分を計算してみますと約1,000万です

ので、その差引の3,000万はプラスになっているのかなというふうに考えております。 

 今現在のメリットというのは、今現在はちょっとないのかなというふうに考えております。以

上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 夏堀文孝君。 
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○⒒番（夏堀文孝君） 確か福地村の工業団地が造成されたときにこの事業団に入ったっていう

のは記憶しているのですけれども、補助率のかさ上げがあることまでは知りませんでしたので、

ありがとうございます。 

 ただもう一つ、例えばこの間、坂本議員が質問しましたけども、例えば南部町に工業団地を造

成したいという時にこの建設事業団に入って、この中から管理・運営っていうのは可能なんです

か。もう一点、お聞きします。 

 

○議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） お答えいたします。こちらの先ほど言いました新産業都市建設

促進法でございます。こちらの方は、平成12年度末をもって法律が廃止になってございます。 

 ですので、今現在、これから新規に立ち上げる例えば、土地の造成とかというのはこちらを使

っての事業はできません。調べましたら全国でまだこの残っているのが青森県のこの八戸地区だ

けというふうになっておりますので、担当の方から話を伺いましたら、いまある、残っている土

地の売却をできるだけ速やかに終わらせて、解散したいというふうに考えている模様でございま

す。以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで報告第13号を終わります。 

                                           

 

◎報告第14号の上程、説明、質疑 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第２、報告第14号、平成27年度南部町財政の健全化判断比率及び公

営企業の資金不足比率の報告についてを議題とします。 

本案について説明を求めます。企画財政課長。 
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○企画財政課長（西舘勝彦君） それでは、説明用資料の２ページをお願いいたします。報告第

14号、平成27年度南部町財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告についてご説

明いたします。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づきまして、財政の健全性を判断するた

め、平成27年度決算における指標を数値化し、報告するものでございます。 

最初に説明用資料でございますが、先日の議員全員協議会において、説明に用いました資料に、

「健全化に関する法律」が施行となりました初年度の平成19年度決算時の指標を追加して記載し

ております。 

それでは、裏面３ページで説明いたします。 

まず、実質赤字比率でございます。一般会計他３会計の実質収支額につきましては、記載のと

おりで、（Ａ）合計額３億303万6,000円でございます。赤字はありませんので比率はハイフンで

記載しております。 

次にその下の連結実質赤字比率でございますが、公営事業会計は国保会計を含めまして５つの

会計、公営企業会計は公共下水道会計を含めまして４会計となっております。それぞれ実質収支

額はこの表に記載してあるとおりで、合計額（Ｂ）は11億2,318万円となっております。 

普通会計（Ａ）と公営事業会計、公営企業会計の合計額は14億2,621万6,000円となっており、

赤字はございませんのでハイフンで記載しております。 

その下の資金不足比率でございますが、公共下水道事業会計を含め４会計とも資金不足はござ

いませんので、ハイフンで記載しております。 

続いて実質公債費比率の状況でございます。平成25年度から27年度まで各単年度の比率から、

３カ年平均（Ｃ）は、10.6％となっております。右側が前年度の比率で12.1％となっております

ので、1.5％の改善が図られております。 

その下の将来負担比率でございますが、将来負担額の合計額は一般会計の地方債現在高などで、

合計額が195億1,882万4,000円となっております。この負担額に対しまして充当可能財源等です

が、基金などによりまして合計額211億8,283万1,000円となっております。将来負担額から充当

可能財源等を引いた結果、マイナスの16億6,400万7,000円となり、将来負担額に対しまして、充

当可能財源等が大きいことからハイフンとなるものでございます。前年度の数値は右に記載して

おります。 

参考としまして、平成19年度決算との比較について述べさせていただきます。また２ページを

お願いいたします。前のページの２ページに平成19年度の決算の状況でございます。 
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実質赤字比率、連結実質赤字比率とも赤字はございませんでした。実質公債費比率は、21.3パ

ーセントなっておりましたので、10.7パーセントの大幅な改善が図られております。要因としま

しては地方債の償還額が３億２千万円ほど減となっていること、普通交付税が約８億２千万円増

えていることによるものでございます。 

将来負担比率につきましては、163.2パーセントとなっておりましたので、同様に改善が図ら

れております。要因としましては、一般会計における地方債残高が約47億６千万円削減されたこ

と、基金が約62億円増えたことによるものでございます。 

これらのことから、財政の健全性は年々図られてきているものと考えております。 

なお、監査委員から提出されました財政健全化審査意見書並びに公営企業会計経営健全化審査

意見書では「特に指摘すべき事項はない」という意見をいただいております。 

以上で説明を終わります。  

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで報告第14号を終わります。 

                                           

 

◎議案第59号から議案第77号の委員長報告、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） お諮りします。 

 この際、日程第３、議案第59号から日程第21、議案第77号までの平成27年度南部町各会計歳入

歳出決算認定についての議案19件を会議規則第37条の規定により一括議題とします。 

 本案については、決算特別委員会における審査が終了しておりますので、ここで委員長の報告

を求めます。決算特別委員会委員長、沼畑俊一君。 

（決算特別委員会委員長 沼畑俊一君 登壇） 

 

〇決算特別委員会委員長（沼畑俊一君） 決算特別委員会の報告をいたします。 

 去る８月26日の本会議におきまして、本委員会に審査を付託されました議案第59号から議案第
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77号までの平成27年度南部町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算認定についての議案19件に

つきまして、９月５日、６日の２日間にわたり本委員会におきまして慎重に審査をいたしました。 

審査の結果は、議案第59号から議案第77号までの19件の議案全て原案のとおり認定とすること

に決定いたしました。以上で報告を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） 決算特別委員長の報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑は省略し、これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第59号、平成27年度南部町一般会計歳入歳出決算認定についてから、議案第77号、平成27年

度南部町名久井岳財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの19件を一括して採決します。 

本案に対する委員長の報告は認定であります。 

委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第59号から議案第77号は原案のとおり認定されました。 

                                           

 

◎議案第78号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第22、議案第78号、工事請負契約の一部を変更する契約の締結につ

いて（名久井小学校校舎大規模改修工事）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。学務課長。 

 

○学務課長（中村貞雄君） 資料の27ページをお開き願います。 

 議案第78号、工事請負契約の一部を変更する契約の締結、名久井小学校校舎大規模改修工事に

ついて。平成27年12月９日、第66回南部町議会定例会において議決を受けた名久井小学校校舎大

規模改修工事請負契約について、南棟の改修工事内容に変更が生じたことに伴い、当該工事請負
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契約にかかる契約価格を変更するものでございます。 

 名久井小学校の校舎は、北棟と南棟に分かれておりまして、子供たちが学校に通いながらの工

事であるため、北棟を工事前半、南棟を工事後半として行っているところでございます。 

 北棟の工事はすでに終了しており、子供たちが南棟から北棟へ移り、現在、授業が行われてお

ります。 

 先の６月議会で北棟の変更契約について報告をし、ご承認をいただいたところでございますが、

今回、南棟の工事にあたって、新たに内容の変更が生じたため、再び、議会にお諮りするもので

ございます。 

 内容、工事名、名久井小学校校舎大規模改修工事。工事場所、町立名久井小学校。契約の相手

方、株式会社松本工務店。変更前請負代金、２億7,829万4,400円。追加請負代金、1,170万1,800円

でございます。 

 変更の内容でございますが、大きくは５つございます。１つ目は、天井断熱材吹付でございま

す。名久井小学校の南棟２階、全教室及び１階一部に断熱材がないため、発砲ウレタン吹き付け

を行うものでございます。1,250平方メートル、教室数に換算しますと約９教室分となります。 

 ２つ目は、天井配線の改修でございます。天井の断熱材吹付に伴いまして、天井配線の改修に

かかるものでございます。箇所は１階、２階全カ所となります。 

 ３つ目は、教室床材を撤去し、下地調整後に新設するものでございます。1,300平方メートル、

廊下トイレ以外全ての箇所となります。 

 ４つ目は、外壁のヒビの改修をするものでございます。ヒビの長さで換算しますと、544メー

トル分となります。 

 ５つ目は、内壁腐食の改修、１階北側宿直室、そして更衣室ほかの内壁を改修するものでござ

います。面積としては150平方メートル分となります。 

 なお、工期に変更はありません。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第78号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第78号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第79号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第23、議案第79号、南部町立児童館条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは、説明資料の６ページをお開きください。議案第79号、

南部町立児童館条例の一部を改正する条例でございますが、南部町立高橋児童館を移転すること

に伴いまして、児童館の名称及び位置について変更するため、条例の一部改正を行うものでござ

います。 

内容といたしましては、南部町立高橋児童館を南部町総合保健福祉センターゆとりあ内に移転

するため、所要の改正を行うものでございます。 

具体的には、下の「改正前」及び「改正後」の表をご覧願います。 

まず、「名称」についてでございますが、改正前の「南部町立高橋児童館」を、改正後は「南

部町立ゆとりあ児童館」とするものでございます。 

また、「位置」についてでございますが、改正前の「南部町大字高橋字小泉字上舘野２番地」

を、改正後は「ゆとりあ」の住所である「南部町大字福田字舘先25番地１」とするものでござい

ます。施行日は、公布の日からでございます。 

以上で、議案第79号の説明を終わらせていただきます。 
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○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第79号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第79号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第80号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第24、議案第80号、平成28年度南部町一般会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） それでは議案の35ページをお願いいたします。議案第80号、平

成28年度南部町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億3,740万3,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ98億5,675万6,000円とするものでございます。第２条は債務負担行為

の追加をするものでございます。 

50ページをお願いいたします。歳出からご説明をいたします。２款、総務費、１項、１目、一

般管理費でございます。8,975万9,000円を減額し４億726万7,000円とするものでございます。職
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員の退職、人事異動により人件費の調整分が9,489万4,000円の減額となっております。８節につ

きましては、ふるさと納税をしていただいた方に対します返礼品代として323万円を計上してお

ります。 

引き続きまして、５目、財産管理費でございますが3,537万8,000円を追加し１億7,863万5,000円

とするものでございます。13節ですが、公共施設から回収しておりましたPCBを処理するための

委託業務としております。 

同じく６目、企画費でございます。505万8,000円を追加しまして１億381万1,000円とするもの

でございます。15節ですが、おためし住宅の工事費を計上しております。平成27年度からの繰越

事業として予算措置しておりましたが、県補助金が採択となりましたので歳入も伴いまして予算

計上したものです。 

次のページをお願いします。11目、情報化推進費でございます。458万8,000円を追加しまして、

8,209万円とするものです。社会保障・税番号制度においては、地方公共団体情報システム機構

が、個人番号カードや通知カードを作成していることから、同機構への負担金となっております。 

続きまして、２款、２項、１目、税務総務費の411万5,000円の減額。同じく下段２款、３項、

１目、戸籍住民基本台帳費の550万1,000円の増額は、人件費の調整によるものでございす。 

続きまして、56ページをお願いいたします。３款、民生費、１項、５目、老人福祉施設費でご

ざいます。1,516万5,000円を計上し２億1,083万6,000円とするものでございます。28節でござい

ますが、旧南部病院の解体撤去に伴いまして、接しております部分について外壁などを整備する

工事費として介護老人保健施設特別会計への繰出金として計上したものです。 

次のページをお願いいたします。同じく民生費、２項、３目、児童館費でございます。７節の

賃金から19節の負担金補助及び交付金までのトータル151万8,000円の減額は鳥舌内児童館休館に

よるものでございます。 

次のページをお願いします。４款衛生費、１項、３目、予防費につきましては174万7,000円を

追加し4,690万7,000円とするものです。乳児を対象としまして、Ｂ型肝炎ワクチンの一人３回分

の接種料を計上したものでございます。 

次のページをお願いいたします。６款、農林水産業費、１項、12目、農業集落排水事業費でご

ざいますが828万5,000円を追加し、２億3,217万円とするものでございます。汚水処理場の修繕

費や県道拡幅改良工事に伴う管路移設測量設計業務に対する繰出金でございます。 

続きまして、７款、商工費、１項、２目、観光費でございます。620万円を追加し2,991万5,000円

とするものでございます。11月に予定しております、観光イベント「なべ自慢」に係る経費を計
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上したものです。なお、財源としまして県補助金が採択となっております。 

次のページをお願いいたします。８款、土木費、２項、１目、道路橋りょう維持費でございま

すが、9,646万円を追加し２億3,699万8,000円とするものでございます。８節の謝礼でございま

すが、各地域における除雪作業の謝礼となっております。11節の需用費につきましては、消耗品

費1,387万8,000円主に融雪剤でございます。13節の除雪業務委託料は3,700万円、14節には10台

分の除雪機械借上料としまして1,391万1,000円、15節の工事請負費につきましては、側溝改修工

事として853万2,000円を計上しております。 

次のページをお願いいたします。19節補助金でございます。小型除雪機の購入費としまして各

地区からの要望により計上したもので、現在23地区からの申請がございました。 

続きまして一番下になります。９款、消防費、１項、３目、防災費でございます。640万4,000円

を追加し2,396万円とするものです。13節の委託料ですが、防災無線局の定期検査業務、こちら

は５年毎に電波状況などを調査しまして、東北総合通信局へ検査結果を報告するものでございま

す。 

次のページをお願いいたします。10款、教育費、１項、２目 事務局費の604万9,000円と、同

じく一番下でございます10款、５項、１目、社会教育総務費の866万2,000円につきましては、人

件費の調整によるものでございます。 

続いて歳入をご説明いたします。44ページをお願いいたします。 

９款、１項、１目、地方交付税でございます。１億992万9,000円を追加し、52億6,649万8,000円

とするものです。これは普通交付税の追加でございまして、本補正予算の一般財源として予算計

上したものでございます。なお、今年度の普通交付税の確定額ですけども、約49億4,000万円と

なっております。 

続きまして13款、国庫支出金、２項、１目、総務費国庫補助金でございますが458万8,000円を

追加し848万5,000円とするもので、先ほど説明いたしました個人番号カードなどの作成に伴う経

費の全額が交付となるものでございます。 

次のページをお願いいたします。14款、県支出金、２項、１目、総務費県補助金でございます。

806万6,000円は未来を変える元気支援事業費補助金でございまして、内訳は、おためし住宅の整

備事業といたしまして372万6,000円、観光イベント「なべ自慢」に333万3,000円、横浜市栄区と

の交流事業に100万7,000円となっております。 

続きまして、16款、寄附金、１項、１目、一般寄附金でございます。680万5,000円を計上して

おります。ふるさと納税によるものでございます。 
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次のページをお願いします。19款、諸収入、５項、３目、雑入でございます。256万7,000円を

追加しております。青森県町村会などからいただきました各種助成金の確定により追加したもの

でございます。 

最後になりますが、40ページをお願いします。第２表、債務負担行為補正でございます。小企

業経営改善資金利子補給金でございますが、現在実施しております制度に追加しまして３年間延

長し、町内企業者の経営の安定を図るものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。16番、川守田 稔君。 

 

○16番（川守田 稔君） 47ページのふるさと納税についてお伺いします。寄付行為なわけです

から、納税といいますと違和感もあるのですが、基本的には寄付行為なわけですから、南部町の

町民が南部町に対してふるさと納税ができるっていう、仕組みがあると思います。それはどこの

あれも同じだと思うのですけれど。その場合ある程度の「こういったものに使ってください」っ

ていうそういう指定の範囲が指定できるっていうようなあれがあると思います。 

 そういった場合には、どういった対応をなさっておりますでしょうか。 

 

○議長（馬場又彦君） 総務課長。 

 

○総務課長（佐々木俊昭君） ふるさと納税の寄付金ということで、何の事業というか項目にと

いうことで、いただく前に、申し込みの時にですね、ホームページ等でも各事業、福祉事業とか

ですね、教育事業とか、そこの使い道を示していただくようにしてございます。ふるさと寄付金

要綱で上げております。高齢者等福祉の増進に関する事業、あるいは地域産業の振興に関する事

業、地域交流の推進に関する事業、あと人材育成、教育及び文化の振興に関する事業ですね、そ

の他住みやすい活力のある地域づくりの推進に関する事業という項目で「〇」を付けていただく

ような形、あとはコメントも自由記載でいただくこととしております。 

 以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 川守田 稔君。 
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○16番（川守田 稔君） 例えば、こういうことですよ。例えば、「人材育成のために私は使っ

ていただきたい」というふうな注文を付けて、ふるさと納税という形で寄付金をしたとします。

そうしたら、「人材育成、じゃあどういった事業にどういうふうに割り振るわけでしょうか」と。 

 例えば、人材育成に関わらず、福祉に対して使ってください。そうすると福祉の分野は納税な

さった方の寄付なさった方の意思を反映した分、金額が上積みされるべきなんですよね。本当は、

わかります言っていること。ですよね。 

 納税といいながらもあくまでも寄付行為なわけですから、寄付するという行為と意思に関して、

十二分に配慮する必要があるとすれば、ちゃんと反映されましたっていう形を金額であれ、新た

な事業を設けるとかですね、そういった行政として措置する必要が私はあるんじゃないかなと思

うですが、どのようにお考えですかというのが、質問の趣旨でありました。 

 

○議長（馬場又彦君） 総務課長。 

 

○総務課長（佐々木俊昭君） お答えいたします。実はこのふるさと納税、平成20年度から開始

されておりまして、当町の場合、26年度が５件、29万円です。27年度が85件140万です、28年度

８月19日現在になりますが393件の486万という寄付をいただいております。 

 この寄付金に対して、どのようなところに使われたかということでございますけども、これを

まず福祉関係、これを細分化するような額でもないです。実は29万とかですね。ですから現在、

町で行っている福祉事業、あるいは教育の方に一般財源として、使用いただいているということ

で。（「それの証拠がありますか」の声あり）例えばそこに２万とか３万円とか1,500円とかっ

てそういう細分化では現在のところしておりません。これが何千万、多くいただいている自治体

であれば、それこそその事業でこういう事業をやりましたっていうことはできるんですが、現在、

昨年度であれば140万程度でございます。これを細分化してこれに使ったというようなところま

では、現在はいっていないという状況でございます。以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 川守田 稔君。 

 

○16番（川守田 稔君） 680万っていうあれが町外からきたのであれば、その金額がどこかの

自治体から減っているわけですよね。そう意味では諸刃の刃ではないですか。自治体にとっては、
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多くを呼び込めた自治体というのはその分、得するんでしょうけれど、そうじゃないところは、

それなりの痛みを伴うという。ところが、そういうあれは、勝者と敗者みたいなあれでいくと、

今日の勝者が来年の敗者みたいなそういった諸刃の刃の性質を持っているじゃないですか。 

 ですからやはり、返礼品で釣るとかなんとかっていうよっかも、使い道をちゃんと襟を正して、

その寄付してくださった方のご厚意というのを最大限に反映するような受け取り方というのをす

る必要があるのではないかなと私は常々思っておりましたので、こういう聞き方をしました。 

 

○議長（馬場又彦君） 総務課長。 

 

○総務課長（佐々木俊昭君） その使い道ですね、これから…。今現在ホームページ等では、イ

ベント、町のイベントとかこういうのに役立てられていますというような形では掲載しておりま

すが、これからまた、額的なところも今年度も増えてきてございますので、その辺はですね、検

討して上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○議長（馬場又彦君） ９番、中舘文雄君。 

 

○９番（中舘文雄君） 歳出の方ですね、除雪に関わるところでちょっと質問します。 

 色々考えて、町内会その他行政地区でもそれぞれが自分たちでっていうことで、趣旨はわかり

ますからそのことはいいんですけども。 

 ただ、今まで、除雪は委託業者を決めて地区決めて一応、やってもらっていました。そこで、

私はこの予算計上を見て、機械は買って与えますがその説明の時に、例えば「集会所等はその町

内会で」っていうようなことも含めた形の恐らく行政員会議では会議していると思いますけれど

も。委託業者と除雪範囲のことでトラブっては困ると思いますから、その総合的な28年度の除雪

に対する会議っていいますか、「ここまでは機械を買って与えた地域はやってくだい」ってこと

をやるのか、それともその「機械が支給された後の使い方は町内で決めて、今までどおり委託さ

れた業者は集会所もやる、町道その他もやる」って形でやっていくのかですね。その辺が総合的

な会議したうえでスタートするのか、どういうふうに今まで検討されているかちょっとまず最初

お聞きします。 

 

○議長（馬場又彦君） 建設課長。 
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○建設課長（川村正則君） 除雪につきましては、建設課では町道を中心としてやっていますの

で、集会所等、現在も新しくなってきておりますけれども、集会所まで含めた除雪会議での内容

はやっておりません。 

 ただし、色々な行事等があります公民館等の駐車場につきましては、担当課から事前に要請が

きますので、その担当者も当日の朝、見て、確実に建設課の方に連絡して、業者との連携を取っ

て、そういう場合は、駐車場等を除雪している状況です。 

 

○議長（馬場又彦君） ９番、中舘文雄君。 

 

○９番（中舘文雄君） 今まではそうやっているんですよ。ただ今、これだけの予算を使って、

機械も各町内会要望によって、機械を与えるわけですよね。「だからそれは自分たちでやってく

ださい」というような逆になりかねないと思ったもんだから。逆にお願いするっていった時には、

業者が入ってやってくれるような体制になるのか、それはあくまでも機械をもう買ってもらった

地域でやりなさいって指導するのか、その辺、総合的な会議をこれからやる予定があるのか、そ

の辺が聞きたいんですよ。そこが一番、トラブルのもとになると思うんですよ。「自分たちはこ

っちをやりたい」と。「老人がいる住宅だけ中心にやるんだ」と。「集会所は我々に関係ない」

った時に、今までは業者はやっていたんですよ。大きい町の施設その他は。駐車場その他の確保

のために。町道は優先はするけども、第二段階ではそういうところまでって全部今までやってい

たものだから、その辺が今、こういう「予算措置して機械を買い与えた地域はそれは自分たちで

やれ」っていう指導になるのかその辺、聞きたかったんですよ。 

 

○議長（馬場又彦君） 建設課長。 

 

○建設課長（川村正則君） ある意味、勘違いしておりました。今の小型除雪機械でできる範囲

というのは当然、あるでしょうけども。今後、除雪機械を入れる町内会については、買うまでの

間にどのような形になるのかという細部について、今の状況もきちんと建設課で話し合ったうえ

で、どういうふうにしてくださいというような形にはしたいと思います。 

 もう一度、考えれば、それでできる範囲とできないものがありますので、今一度、検討して、

町内会への説明及び業者等との協議もそれらを含めた状況で、会議で検討したいと思います。以
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上です。 

 

○議長（馬場又彦君） ９番、中舘文雄君。 

 

○９番（中舘文雄君） そういう体制が整うまでは、業者に対しては、委託業者に対しては今ま

でどおりの路線を与え、今までどおりの施設の場所も与えっていう契約になるんですか。今年度

は。まだ機械もいつ入るかまだわからないからね。まだそこまで町内会でもどうするってことは

決めていないですけども、今までどおりの地域、範囲っていうのは、契約のなかでは、委託業者

には謳われるってことですか。（「町内の施設は委託業者に委託しないべ」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 町長。 

 

○町長（工藤祐直君） 除雪機、小型機械、導入希望したところと、してないところもあるわけ

です。そこで、不公平感がやっぱりあってはならないと思ってますんで、基本的な考え方は、今

まで町でやっていた部分は、これは町でするんだと。 

 ただ、それぞれの地区で、時間的に遅くなる地区もあるんですよね。そういう時はどうしても

早くしたい時は、地域の方々にやっていただいて早く除雪してしまうと。そういうやり方と。 

 町がいままで歩いていない、除雪していない、そういう部分は、地域の皆さんでその小型機で

やってくださいと。除雪機を導入したから、「町は今度除雪入っていきません皆さんでやりなさ

い」と言えば、導入しなかった地区の方が、導入しなくて良かったということになりますんで、

そうならないように、基本的には今までやっていた町の部分は同じにやって、それ以外のところ。

ですから、「町内の方々に活用方法はもうお任せしますよ」ということですので、除雪機の小型

部分については逆に町内の方々がどういう部分をやるかというのを話してもらえればなと思って

おります。 

 

○議長（馬場又彦君） ９番、中舘文雄君。 

 

○９番（中舘文雄君） そこがだから一番、肝心なものですから、総合的に全体にそれに関わる

会議をやっぱりやってスタートしないと、今、町長言われたように、「いつもやっていたのが来

ない」と「あんたとこに機械持ってるからいかないんだ」と言われれば困るもんだから、そこは
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全体の会議をしたうえで、スタートしてもらいたいのを要望しておきたいと思います。 

 

○議長（馬場又彦君） ほかにありませんか。７番、山田賢司君。 

 

○７番（山田賢司君） 今、ページ数ではないのですけれども、今台風が何回か通過して、基本

的に災害復旧の雨量までは達していないわけですけれども、立て続けにきている災害によって、

小さくてもある程度、農道、また、町道、また園地、田んぼ、その辺が被災っていうか、少しで

すが被災している部分が多く見受けられると思うんですけれど、そういう場合、災害規定にはな

いということで、県、また国の補助金等は得られないわけですけれども、その辺をもう少し、町

単独の助成金とかそういうもので対応できないものか。 

 今、また台風、新たな台風が明日、明後日に来るという部分もあるのですけれども、その辺を

何とかならないものかなと「要望すればだめだ」と今、言われているんですけれど。 

 そういう予算措置をできないものかちょっと、お伺いしたいと思うんですけれども。 

 

○議長（馬場又彦君） 建設課長。 

 

○建設課長（川村正則君） これまで３度ほど来ているという状況で、その都度、崩れた箇所と

か土砂の流れとか、そういうのが順次きております。相当な箇所になっておりますが、職員がそ

れぞれ確認してきているわけで、また、今言われたとおり、雨量等の範囲の決定で災害の報告と

いう県からの指定区域は、南部町では一部分で、ほとんど対象となっておりませんので、災害と

しての報告は今言ったとおりありませんが、随時、そういったところは速やかに対応できるよう

になんとか修繕、維持という形で今のことろは対応しています。なんとか今の予算内でそれらを

したいと思いますが、今後、特に９月になれば、大きな台風等来て、災害の対象になるのか、ま

た、ならなくても今後、これ以上増えますと、その中で対応できなくなれば、補正予算等で何と

か処理していかなければならない状況になるかと思いますが、とにかく、皆さんからの通報とい

いますか、要請があれば確認しながら、最低限でも復旧できるような体制はとっているつもりで

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○議長（馬場又彦君） 山田賢司君。 
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○７番（山田賢司君） できれば今回のこの補正で維持費を少し、上げておく部分もあったのか

なという思いはしておるんですけれども、町長にはぜひ、専決でもいいので、その辺を少し、考

えていただければなと要望になって大変申し訳ないのですけれどもよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○議長（馬場又彦君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第80号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第80号は原案のとおり可決されました。 

ここで、11時10分まで休憩いたします。 

（午前10時59分） 

                                           

○議長（馬場又彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時11分） 

                                           

 

◎議案第81号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第25、議案第81号、平成28年度南部町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（福田 勉君） それでは議案書の75ページをお開きください。 

議案第81号、平成28年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございますが、歳

入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,659万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億1,159万1,000円とするものでございます。 

まず、歳出からご説明申し上げます。86、87ページをお開きください。 

上段、１款、１項、１目、一般管理費でございますが127万6,000円を増額し、総額を2,518万

4,000円とするものです。２節、給料及び３節、職員手当等は、職員人件費の調整に伴う減でご

ざいます。また、13節、委託料の299万2,000円の増でございますが、国民健康保険の広域化に伴

うシステム改修の委託料でございます。合わせまして、127万6,000円の増額でございます。 

中段、７款、１項、１目、高額医療費共同事業拠出金でございますが1,748万8,000円を増額し、

総額を6,698万円とするものです。これは、19節、負担金補助及び交付金でございますが、高額

の治療薬が保険の適用となったため、対象医療費が急増することが見込まれることから、青森県

国民健康保険団体連合会への拠出金を増額するものでございます。 

下段、８款、３項、１目、施設管理費でございますが、これは健康センターの管理費でござい

ますが、111万5,000円を増額し、総額を4,272万8,000円とするもので、職員人件費の調整に伴う

増でございます。 

次のページ、88、89ページをお開きください。 

上段、11款、１項、３目、償還金でございますが2,585万1,000円を増額し、総額を2,585万2,000円

とするものです。これは、23節、償還金利子及び割引料でございますが、前年度の国庫及び県支

出金の返還金でございます。 

その下、11款、２項、２目、一般会計繰出金でございますが、86万1,000円を増額し、総額を

86万2,000円とするものです。これは、28節、繰出金でございますが、前年度一般会計からの繰

入金の精算に伴うものでございます。 

続きまして、歳入をご説明申し上げます。82、83ページにお戻りください。 

上段、３款、２項、１目、財政調整交付金でございますが300万円を増額し、総額を２億2,400万

6,000円とするものです。これは、説明欄にあります総合保健施設分これは、健康センターのこ

とでございますが、総合保健施設分として、当初見込んでいた交付金の対象事業に対し、更に交

付金の対象となる事業があることから、増額をするものでございます。 

その下、３款、２項、２目、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金でございますが、新



 

 - 90 - 

規に184万4,000円を計上するものでございます。これは、歳出でも説明いたしましたが、広域化

に伴うシステム改修への国からの補助金でございます。 

その下、７款、１項、１目、高額医療費共同事業交付金でございますが1,748万7,000円を増額

し、総額を6,697万9,000円とするものです。これは、青森県国民健康保険団体連合会からの交付

金でございますが、歳出でも申し上げましたが、高額な治療薬が保険の適用となったことから、

対象医療費の急増が見込まれ、この交付金の増額も見込まれることによるものでございます。 

その下、９款、１項、１目、財政調整基金繰入金でございますが、2,658万8,000円を増額し、

総額を9,268万1,000円とするものです。これは、歳出の補正額の合計に対する財源の不足分を財

政調整基金から繰入れるものでございます。 

下段、９款､２項､１目､一般会計繰入金でございますが360万1,000円を減額し、総額を２億

7,206万3,000円とするものです。これは、３節、事務費繰入金及び５節、健康センター管理費繰

入金でございますが、いずれも職員人件費の調整に伴う減でございます。  

次ページ、84、85ページをお開きください。 

下段、10款、１項、２目、その他繰越金でございますが、前年度繰越金を計上したものでござ

います。 

以上で、議案第81号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。16番、川守田 稔君。 

 

○16番（川守田 稔君） 82ページ、３ページでもいいですが、高額医療費共同事業交付金。薬

に対しての部分ですね、具体的にはどういう薬なんですか。 

 

○議長（馬場又彦君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田 勉君） お答え申し上げます。今まで保険適用になっていなかった「Ｃ

型肝炎」への治療薬でございます。 

 これがかなり、高額でして、予算書にあるとおり高額医療費が見込まれるということでござい

ます。以上であります。 
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○議長（馬場又彦君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第81号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第81号は原案のとおり可決されました。 

 

                                           

 

◎議案第82号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第26、議案第82号、平成28年度南部町介護保険特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田 勉君） それでは議案書の91ページをお開きください。 

議案第82号、平成28年度南部町介護保険特別会計補正予算（第１号）でございますが、歳入歳

出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,530万5,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億1,991万6,000円とするものでございます。 

まず、歳出からご説明いたします。102、103ページをお開きください。 

上段、１款、１項、１目、一般管理費でございますが97万5,000円を増額し、総額を4,200万9,000円

とするものです。２節の給料は人件費の調整に伴う減、３節、職員手当等は同様に人件費の調整

に伴う増でございます。13節の委託料と18節、備品購入費は、組み換えによるものです。19節、
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負担金補助及び交付金の介護ロボット導入促進事業費補助金185万4,000円ですが、これは新規の

計上でございます。これは、民間事業者が介護ロボットを導入する際に、補助するものでござい

ます。財源は国からの補助金100パーセントでございまして、国の27年度からの繰越分である「地

域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」及び「地域介護・福祉空間整備推進交付金」という交

付金があるわけですが、これが活用されるものでございまして、１事業所につきまして92万7,000円

を上限に交付されるものでございます。２事業所分の185万4,000円を見込んでございます。 

下段、２款、保険給付費から次のページ、104、105ページの上段、いずれも２款、保険給付費

でございますが、それぞれの目について、財源の内訳更正を行うものでございます。 

下段、３款、１項、１目、二次予防事業費でございますが31万7,000円を増額し、総額を1,799万

1,000円とするもで、職員人件費の調整に伴う増でございます。 

その下、３款、１項、２目、一次予防事業費でございますが、62万1,000円を増額し、総額を

708万1,000円とするもので、13節、委託料の介護予防教室の実施回数の増が見込まれることから

増額をするものでございます。 

次のページ、106、107ページをお開きください。 

中段、３款、２項、２目、総合相談事業費でございますが391万7,000円を増額し、総額を1,425万

円とするものです。13節、委託料のニーズ調査業務でございますが、これは、新総合事業これは、

新たな地域総合事業のわけなんですが、これに移行することに伴いまして、事業計画策定に資す

るため、生活支援サービスのニーズ調査や家族介護等の調査を実施いたします。この業務を委託

するもので、新規の計上でございます。 

下段、４款、１項、１目、介護給付費準備基金積立金でございますが、2,431万5,000円を増額

し、総額を3,738万4,000円とするもので、剰余見込額の増に伴いまして、積立額を増額するもの

でございます。 

次のページ、108、109ページをお開きください。 

上段、６款、１項、２目、償還金でございますが2,477万1,000円を増額し、総額を2,477万4,000円

とするもので、前年度事業費の確定に伴いまいて、国及び社会保険診療報酬支払基金、県への返

還金でございます。 

下段、６款、２項、１目、一般会計繰出金でございますが、これは一般会計からの前年度の繰

入金の精算に伴うものでございます。 

続きまして、歳入を説明いたします。98、99ページにお戻りください。 

上段、１款、１項、１目、第１号被保険者保険料でございますが346万8,000円を増額し、総額
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を４億9,660万7,000円とするもので、介護保険料の当初の賦課の確定に伴いまして、特別徴収保

険料、普通徴収保険料それぞれを補正するものでございます。 

その下、３款、２項、２目、地域支援事業交付金、介護予防事業及び３目、同様に包括的・任

意事業でございますが、歳出でも説明いたしましたが、地域支援事業の交付金の対象となる事業

費の増と新たな事業がございますので、この事業の国負担分をそれぞれ増額するものでございま

す。 

その下、３款、２項、５目、介護ロボット導入促進事業費補助金でございますが、これも歳出

で補助金を出すということで説明いたしましたが、これも新規の計上でございます。 

その下、４款、１項、支払基金交付金の１目、介護給付費交付金でございますが544万円を増

額し、総額を７億1,772万1,000円とするもので、これは前年度事業費の確定に伴いまして、支払

基金から前年度交付金の不足分が交付されるものでございます。 

その下、同じく２目、地域支援事業支援交付金でございますが26万3,000円を増額し、694万

8,000円とするもので、国と同様に、地域支援事業について支払基金の負担分を増額するもので

ございす。 

下段、５款、３項、県補助金の１目、地域支援交付金、介護予防事業、それから次のページ、

100、101ページの上段、県補助金の２目、同じく地域支援交付金の包括的・任意事業でございま

すが、これも国や支払基金と同様、地域支援事業について県の負担分を増額するものでございま

す。 

中段、７款、１項、一般会計繰入金の２目、その他一般会計繰入金でございますが、職員人件

費の調整に伴う減でございます。 

その下、３目と４目でございますが、これも国、県、支払基金と同様、町負担分を増額するも

のでございます。 

その下、５目、低所得者保険料軽減繰入金でございますが、事業費の確定に伴いまして、前年

度の不足分を繰り入れるものでございます。 

下段、８款、１項、１目、繰越金でございますが、前年度の繰越金を計上するものでございま

す。 

以上で、議案第82号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。10番、工藤正孝君。 
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○10番（工藤正孝君） ページは98ページ、３款、２項、５目、介護ロボット導入促進事業補助

金でございますが。びっくりしました。国では介護ロボットの開発を進めているということは今

までも参考になりましたが。まさかここでもういきなり国が導入して促進する100パーセントの

補助金というのはびっくりしたわけですけども。この２事業者分、２台といいますか。２人とい

いますか。ロボットカウントするのはちょっと。その配分というのは当町ではこの２台を要求し

たものか、国の数で限定されたものなのかが一つと。 

 どの程度の、わかる範囲でよろしいです。このロボットっていうのは、介護をどの程度、まっ

たく一人の一職員としてカウントできるものなのか。どの程度のレベルなのか。ちょっとわかる

範囲で教えていただきたいと思います。 

 

○議長（馬場又彦君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田 勉君） ただ今のご質問にお答えを申し上げます。まず、事業所のこと

ですが、２事業所分ですね。２つの事業所分を見込んでいるということでございまして、これは、

県の方からこの事業の希望する調査がもう、年度当初のあたりにきていまして、その時点で、町

内の事業所に照会いたしまして、希望を取ってございます。 

 それで、当初はですね、国では１事業所300万。高い設定でございました。それが恐らく全国

から希望が殺到いたしまして、最終的には先ほど申し上げた92万7,000円、ですから３分の１、

約３分の１に減額されて上限額92万7,000円ということで、決定されてきております。 

 それでも、最初は300万から92万7,000円、200万ばかり減額されたんですが、それでもよろし

いかということで、事業所さんに再度、希望を出しまして、「それでもいい」というのが２事業

所ということで、ございます。 

 あくまで、各市町村への割り当てとかそういうのではありません。当然、県で取りまとめて件

数は最終的には調整になるかと思うんですが、当初は特に南部町は何台とか、何百万とかってい

うことではございませんでした。 

 それから、介護ロボットのことでございますが、これは国の要綱の中身でございますが、「あ

くまで日常生活支援における移乗の介護とか移動の支援」要するに介護従事者の負担軽減効果の

ある介護ロボットと書かれておりまして、議員おっしゃるとおりの一人分の職員分とか、そこま

では、想定はしてないものと思われます。以上でございます。 
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○議長（馬場又彦君） 工藤正孝君。 

 

○10番（工藤正孝君） ありがとうございます。私ちょっとそうしたら勘違いした変な質問をし

ました。っていうのは２台分という予算計上でございましたので、もう、２台、国あるいは町で

２台ほしいとか、２台分しかありませんよという類かと思ったんですね。っていうのは、私も夏

堀議員も「そったらアンケートきたったっけか」っていうぐらい、私、見ていないので、介護に

関わるここには４人ぐらいいますけれども。ちょっと戻って確認してみたいと思いますけれども。

どういった方々にそういったアンケートが配布されたのかちょっとわかりませんけれども。 

 いずれにしましても、介護職員の介助援助みたいなちょこっとしたものかと思いますが。今後、

またそういった２つ配属される施設さんから、そのロボットの使用をしてどうだったのかってい

うのもまた、福祉課では把握をしていただいて、いいものであれば、進めていくとか、そういっ

たデータ、情報ですねまた、公開してほしいなと思います。以上でございます。 

 

○議長（馬場又彦君） ほかに質疑ありませんか。16番、川守田 稔君。 

 

○16番（川守田 稔君） 同じ質問です。これは、事業者っていいますけど、これは、福祉施設

に直接、導入するっていうことなのか、または、介護用品屋さん、レンタル屋さんに、レンタル

屋さんでも例えばこういった申請があれば、対象になるような事業なんでしょうかこれは。 

 

○議長（馬場又彦君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田 勉君） ただ今のご質問にお答え申し上げます。まだ県からのこの事業

の正式な要綱等が来てございません。 

 あくまで国の交付金上の交付の対象となるものでございますが、国の要綱によれば、対象者は

市町村が実施する施設等整備事業または民間事業者が実施する施設等整備事業に対し、交付する

とだけ書いてありまして、もう少し、県の要綱で具体的なものがくるかと思われますので、もっ

と具体的に対象者が選定されることと思われます。以上でございます。 

 

○議長（馬場又彦君） 川守田 稔君。 
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○16番（川守田 稔君） 私はそういう業界ではないので、業界の人間でもないので、あんまり

詳しくはないのですけれども。ちょっとだけかじったことがあることにはあるのですが。 

 例えば、個人が国に申請して例えば、主治医の推薦状を添付してっていう、多分厚労省の方に

申請して、購入するとかですね。今もそういう流れがあって、以前からそうっだったと思うんで

すけれど。例えば、使えそうなロボットもあれば、使えなさそうなロボットも厚労省のリストの

中にあったりして、いいのは90パーセントの補助率とかっていうようなものまであったような記

憶があるんです。 

 ですけれど、私は個人があくまで、今まではこういうロボットに関しては。個人として申請す

るような窓口しかないんじゃないのかなっていうふうな考え方していたもんですから、これがそ

うすると自治体を経由して、直接、事業者に対して下りてくるという窓口ができたっていうふう

に解釈してもよろしいんでしょうか。 

 そうすると、今まで、これは多分、１種類のロボットなんでしょうけれども、そのほかにもこ

う色々あるロボットに対しては、今後、どういうふうな方向性に進むとお考えでしょうか。 

 

○議長（馬場又彦君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田 勉君） ただ今のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、この事業の申し込みといいますか、議員、個人云々申し上げましたが、国からの要綱で

いけば、市町村が実施するあるいは、民間事業者が実施する事業とありますので、個人は該当は

しないものと考えます。あくまで、市町村、自治体が実施する、自治体がロボットを購入する。

あるいは、民間事業者が購入するのに対して、補助する。ですから、個人は該当はしないものと

考えます。 

 それから、介護ロボットの今後の動向といいますか。という話でしたが。これはあくまでわた

くしの報道等を見ての感じですが、様々報道等で様々開発されている報道等がなされていますけ

れども、今後ももっとすごいロボットが開発されて、その導入に対しての、まあ今、介護職員不

足ということもありますので、その辺はもっと拡充されるのではないかと、これは私の個人の考

えですが、そうと考えてございます。 

 

○議長（馬場又彦君） 川守田 稔君。 
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○16番（川守田 稔君） 個人でっていうことは、在宅で介護している人というあれがあるじゃ

ないですか。本当に必要なのはそういう人たちに対してじゃないのかなと思ったりするわけです

よ。ですけれども、300万の補助っていうことは、もともと300万の補助金ということは、それ以

上、あと１割か２割ぐらい高い品物だということですよね。 

 っていうことになるとやはり、個人では無理ですよね。ですけど、そういったところを確かに、

介護施設とか人手不足とかこう色々あってあれなんでしょうけれども、一番本質的に大変なのは、

在宅で介護している人たちだったりして。 

だから、そこのところにやはりこういうものを導入させる、導入可能にするには、介護事業者

じゃなくて、リース会社だとか、そういったところの人たちがこう、何台も用意できるような体

制っていうのが必要になりますよね。もし、在宅でっていうことになると。そういった人たちを

対象にっていうことで…。そうなると、やはりもうちょっと腰を据えてちゃんと町っていうのは、

それなりの台数っていうのを想定して、取り組む必要が今後出てくるんじゃないんでしょうかっ

て言いたいんですけど、どうでしょう。 

 

○議長（馬場又彦君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田 勉君） ただ今のご質問にお答えいたします。まず、これは国の繰り越

し事業、経済対策の部類に入るわけなんですが、この事業につきましては、国から100パーセン

ト補助金ということで、導入といいますか、予算の要求をしたわけでございますが、議員おっし

ゃるとおり、これからそのような介護ロボットの普及といいますか、台数を広めていくというこ

とに関しましては、当然のことながら事業費等、かかることとなりますので、今後、この補助金

がどうなるか現時点ではわかりませんけれども、できる限り、国の制度、それから、県の制度も

どうなるかわかりませんが、国、県の制度等を活用して、十分に拡充、そのような事業がありま

したら利用して、拡充していってまいりたいと考えてございます。 

 

○議長（馬場又彦君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第82号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第82号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第83号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第27、議案第83号、平成28年度南部町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

 本案について説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（川村正則君） それでは111ページをお願いいたします。議案第83号、平成28年度

南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ828万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億7,228万5,000円とするものです。 

 それでは歳出についてですが、121ページをお願いしいたします。 

それでは、内容といたしまして、２目の施設管理費の中におきます11、需用費として苫米地地

区及び下名久井地区農業集落排水処理機械設備修繕に伴う修繕料410万円の増とするものです。   

次に13の委託料といたしまして、県道櫛引上名久井三戸線の森越工区改良工事に伴う、農業集落

排水処理施設施設管に関わる委託料480万円を増額するものです。歳出といたしまして合計、計

828万5,000円の増とするものです。 

歳入につきましては、前ページお願いします。歳入につきましては、一般会計繰入金としまし

て828万5,000円とするものです。以上です。 
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○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第83号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第83号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第84号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第28、議案第84号、平成28年度南部町介護老人保健施設特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。老健なんぶ事務長。 

 

○老健なんぶ事務長（極檀藤男君） それでは、議案の123ぺ－ジをお開き願います。 

 議案第84号、平成28年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）についてご説明

申し上げます。 

 第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,413万8,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億833万8,000円とするものでございます。 

 それでは歳出からご説明申し上げます。132ページ、133ページをお開き願います。歳出の主な

補正につきましてご説明申し上げます。 

 １款、１項、１目、一般管理費の２節、３節につきましては人件費の調整による減によるもの
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でございます。 

 13節、委託料、15節、工事請負費につきましては、南部病院で、旧南部病院の建物を取り壊す

こととなったため、取り壊した後の老健部分の壁の改修工事・電気切り離し工事それぞれ、それ

に伴う設計監理業務が必要になりましたので、それぞれ、委託料に設計監理業務として137万

5,000円、15節、工事請負費に1,501万9,000円を追加するものでございます。19節、負担金補助

金及び交付金につきましては人件費の調整によるものでございます。 

続きまして歳入についてご説明申し上げます。それでは130ペ－ジ、131ページをお開き願いま

す。 

 歳入でございますが、歳出の増に伴いまして４款、１項、１目の一般会計繰入に1,403万1,000円

を追加するものでございます。 

 ５款、１項、１目、１節、繰越金につきましては、前年度からの繰越額を計上したものでござ

います。 

  以上で説明を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第84号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第84号は原案のとおり可決されました。 
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◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第29、発議第１号、南部町歯科口腔保健の推進に関する条例の制定

についてを議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。夏堀文孝君。 

(11番 夏堀文孝君 登壇) 

 

○11番（夏堀文孝君） それでは、ただ今議題に供されました発議第１号、南部町歯科口腔保健

の推進に関する条例の制定についての提案理由をご説明申し上げます。 

 近年、各地域の大きな問題であります少子高齢化の中で増大する医療費や介護福祉費の抑制の

ため、また、介護予防など元気な高齢者社会をつくるため、南部町でも平成27年10月に「健康宣

言」を行ったところでございます。その中でも、歯と口の健康について重要視されてきてござい

ます。 

 健康な自分の歯で噛むことによって、認知症予防につながること、また、口の中のばい菌によ

る歯周病が糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞などの成人病に大きく関わっていることも、最近では明ら

かになってまいりました。 

 国では平成23年に、法律第95号「歯科口腔保健の推進に関する法律」を新たに制定し、それを

受けまして、青森県においても平成26年７月７日に80歳まで自分の歯を保つことを目標にすると

いう「青森県歯と口の健康づくり８０２０（はちまるにーまる）健康社会推進条例」を制定した

ところでございます。 

 また、県内市町村におきましても、八戸市、弘前市、西目屋村が条例を制定してございます。 

 我が南部町におきましても、口腔ケアの重要性を鑑み、条例の制定を提案するものでございま

す。 

 提出者、南部町議会議員、夏堀文孝。 

 賛成者、南部町議会議員、馬場又彦、夏堀嘉一郎、坂本典男、川守田 稔、八木田憲司、中舘

文雄、沼畑俊一、山田賢司、工藤幸子、松本啓吾、久保利樹、滝田 勉、西野耕太郎、工藤正孝、

根市 勲。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 
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○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 お諮りします、本案については質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認め、直ちに採決することにします。 

 発議第１号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 発議第１号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎陳情第１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第30、陳情第１号は、総務企画常任委員会に審査を付託しておりま

したので、ここで、委員長の報告を求めます。 

 総務企画常任委員長の登壇を求めます。総務企画常任委員長、川守田 稔君。 

（総務企画常任委員長 川守田 稔君 登壇） 

 

○総務企画常任委員長（川守田 稔君） 総務企画常任委員会の陳情審査結果をご報告いたしま

す。ことし３月４日、本会議において本委員会に付託され、継続審査となっておりました陳情第

１号、「所得税法第56条廃止を求める意見書」を国への提出を求める陳情書であります。 

 ８月31日に本委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

 審査の結果については、もともとが国の税法であること、諸事情を鑑み、委員の方々の理解を

得られなかったという雰囲気が支配いたしました。 

 よって、不採択とすべきものと決定いたしました。 

 以上で陳情審査の結果報告を終わります。皆さんどうぞ、ご同調よろしくお願いいたします。 
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○議長（馬場又彦君） 常任委員長の報告が終わりました。 

 日程第30、陳情第１号、「所得税法第56条廃止を求める意見書」を国への提出を求める陳情書

を議題とします。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 陳情第１号を採決します。採決は起立によって行います。 

 この陳情に対する委員長の報告は不採択です。 

陳情第１号を採択することに賛成の方は、起立願います。 

（起立少数） 

 

○議長（馬場又彦君） 起立少数です。 

 陳情第１号は不採択とすることに決定しました。 

                                          

 

◎陳情第２号の委員長報告、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第31、陳情第２号は、産業建設常任委員会に審査を付託しておりま

したので、ここで、委員長の報告を求めます。 

 産業建設常任委員長の登壇を求めます。産業建設常任委員長、工藤正孝君。 

（産業建設常任委員長 工藤正孝君 登壇） 

 

○産業建設常任委員長（工藤正孝君） それでは、産業建設任委員会の陳情審査結果のご報告を

いたします。８月26日の本会議において本委員会に付託されておりました陳情第２号、道路整備

に関する陳情書について、９月１日に本委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 
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 審査の結果ですが、道路整備に関する要望については、町道整備要望書の提出により、南部町

町道整備計画の規定に基づいて、その評価を行って、優先順位を決定することとなっているので、

今回の陳情については、全会一致で不採択とすべきものと決定いたしました。 

 以上で陳情審査の結果報告を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） 常任委員長の報告が終わりました。 

 日程第31、陳情第２号、道路整備に関する陳情書を議題とします。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 陳情第２号を採決します。採決は起立によって行います。 

 この陳情に対する委員長の報告は不採択です。 

陳情第２号を採択することに賛成の方は、起立願います。 

（起立少数） 

 

○議長（馬場又彦君） 起立少数です。 

 陳情第２号は不採択とすることに決定しました。 

                                           

 

◎常任委員会報告 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第32、常任委員会報告を議題といたします。 

 本件はお手元に配付しております報告書のとおり、常任委員長から報告がありました。 

説明を省略し、質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 



 

 - 105 - 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで常任委員会報告を終わります。 

                                           

 

◎委員会の閉会中の継続調査の件 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第33、委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします、 

 本件は、お手元に配布しております申出書のとおり会議規則第75条の規定により、常任委員長

から閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

                                           

 

◎閉会の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） 以上で本定例会に付議されました事件は、全部終了いたしました。 

 閉会に当たり、町長から発言の申し出がありますのでこれを許します。町長。 

(町長 工藤祐直君 登壇) 

 

○町長（工藤祐直君） 第70回南部町議会定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し

上げます。 

本定例会は、８月26日から本日までの日程で開会され、議員各位には、何かとご多忙の中、ご

出席をいただき、誠にありがとうございました。 

提出いたしました全ての案件につきまして、慎重審議いただき、議決を賜りましたことに対し

まして、心からお礼申し上げます。 

とりわけ、平成27年度南部町一般会計及び特別会計、計19件の歳入歳出決算につきましては、
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決算特別委員会において綿密なご審議をいただき、深く敬意を表する次第であります。 

 さて、８月17日の台風７号に始まり、台風９号、前線による大雨、台風10号と、わずか２週間

のうちに、４度の警戒態勢を敷くことになりました。 

 特に、観測史上初めてのコースで上陸した台風10号は、岩手県や北海道に甚大な被害をもたら

しました、犠牲になられた方々のご冥福を、衷心よりお祈り申し上げます。 

 大きな災害が起きたとき、繰り返し聞かれるのが「まさか、自分の所が被害にあうとは」とか

「想定外の被害だった」とか「避難情報を知らなかった」という言葉であり、町民の安全を最優

先に考えなければならない行政としては、決して他人事ではなく、心が痛むものであります。 

 自然災害を全て予想することはできないものではありますが、無意識のうちに「自分だけは大

丈夫」「我が町は大丈夫」と思いたい。そんな心理が働くのかもしれません。しかし、「あの時、

ああしていれば良かった」「なぜ、こうしなかったのか」など、後悔するには、その犠牲は、余

りにも重過ぎるものになります。 

 自然は生き物でありますので、常に緊張感を持ち、災害には人命第一で対応しなければなりま

せん。町民への情報提供をしっかりと行い、それぞれが避難するための判断材料にしていただく。

そして、いざとなったら、空振りを恐れず避難勧告や避難指示を出して、全力で命を守る。幾度

となく言い尽くされてきたことではありますが、改めて肝に銘じて近づいております台風13号の

対応に当たって参る所存であります。 

 去る、８月27日、青森県消防操法大会の小型ポンプの部に出場した、名川第８分団が見事に南

部町勢としては40年ぶりの県大会優勝を勝ち取りました。 

 名川第８分団と関係者の皆様に、心からお祝いを申し上げるとともに、それぞれが本業を持ち

ながら、自らの地域は自らで守るという崇高な郷土愛護の精神で活動する、全ての南部町消防団

員各位に、改めてお礼を申し上げたいと思います。 

 また、町の部二連覇、そして、５年ぶりの総合優勝を狙った青森県民駅伝競争大会においては、

惜しくも町の部、第２位の結果となりました。 

 昨年の主力メンバー３人が来れなかったなかで、選手一人ひとりが、大応援団の後押しを受け、

見事にタスキをつなぎきり、南部町民に勇気と希望を与えてくれました。選手団及び関係者の皆

様には、心からのお祝いとねぎらいの言葉を贈りたいと思います。 

 全ての町が、打倒、南部町を目指して１年間練習を重ねてきたわけでありますので、追われる

立場の難しさは当然のことであります。来年は、追う立場として、さらなる飛躍を目指していた

だきたいと思っております。 
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 さて、９月に入り、あれほど暑かった日が懐かしくなるほど朝晩の気温が下がり、いよいよ実

りの秋を迎えようとしています。 

平成28年度も半分になろうとしています。今年度予算に計上させていただいている事業の進捗

状況を確認し、適正・確実に実施して参る所存であります。 

 結びになりますが、災害対応をはじめとした、様々な町政への取り組みにつきましては、町民

の皆様からもご協力をいただかなければなりませんし、議員各位のご理解とご協力が不可欠であ

ります。 

 これからは、日、一日と冷え込みが厳しくなって参りますので、議員各位におかれましては、

健康には十分留意され、町政に対しまして、今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げ、本定例会のお礼のごあいさつとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

○議長（馬場又彦君） 閉会にあたりまして、私よりあいさつを申し上げます。 

去る８月26日から本日までの13日間、議員各位におかれましては、ご熱心に審議を賜り、平成

27年度各会計の決算を認定。また、条例制定並びに平成28年度各補正予算などの多岐にわたる議

案の成立がなされましたことを、議長として厚くお礼申し上げます。 

また、議事の進行に各位のご協力を得ましたことを重ねてお礼申し上げます。 

なお、理事者各位におかれましては、審議の過程において表明された議員各位の意見並びに要

望を十分尊重いたし、執行に当たっては周到なる注意を払われ、今後の施策に反映されますこと

を、強く要望する次第であります。 

 皆様におかれましては、今後ますますご健勝で南部町発展のため、各段のご尽力を賜りますよ

う心からお願い申し上げて甚だ簡単ではありますが、お礼のあいさつとさせていただきます。 

 これをもちまして、第70回南部町議会定例会を閉会いたします。 

（午後０時10分） 
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